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第２回世田谷区子ども・子育て会議議事録 

 

▽日 時 

令和６年７月12日（金）午前９：30～ 

 

▽場 所 

２庁大会議室 

 

▽出席委員 

加藤（悦）会長、久保田副会長、猪熊委員、佐藤委員、米原委員、半田委員、西委員、 

三瓶委員、加藤（剛）委員、小嶋委員、石井委員、宮越委員、奥村委員、安藤委員、 

橋本委員 

 

▽欠席委員 

林委員、髙橋委員、金子（貴）委員、金子（永）委員 

 

▽事務局 

松本子ども・若者部長、嶋津子ども・若者支援課長、寺西児童課長、瀬川子ども家庭課長、

石山児童相談支援課長、北川保育課長、松岡保育認定･調整課長、小林（保育の質）副参事、

大里（保育の質）副参事、宮川障害施策推進課長、真鍋健康推進課長、米倉乳幼児教育・

保育支援課長、赤司（学校経営・教育支援担当）副参事、河島児童相談所長、藤原子ども

家庭支援課長 

 

▽資 料 

・資料１ 世田谷区子ども条例の一部改正（素案）について 

・資料２①子ども・若者総合計画（第３期）（素案）概要版 

・資料２②子ども・若者総合計画（第３期）（素案） 

・資料２参考資料 教育・保育事業のうち、保育の需要量見込みの推計及び確保の方向性

について 

・資料３ 令和６年度保育待機児童等の状況について 

・資料４ 「世田谷区保育の質ガイドライン」の改訂について 

・資料５ 世田谷区生活保護世帯から進学する若者のための給付型奨学金 

・世田谷区子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」令和５年度活動報告書 

・令和６年度子ども・子育て会議委員名簿 
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▽議事 

 

嶋津課長  皆さん、おはようございます。定刻になりましたので、令和６年度第

２回子ども・子育て会議を開会いたします。 

 オンラインの皆さん、音は聞こえていますでしょうか。ありがとうご

ざいます。あと、こちらは空席が何名かいらっしゃいますけれども、多

分小田急線の遅れだと思います。今日、小田急線が遅れているという情

報が入っていましたので、何名か今こちらのほうに向かっているという

ことをお聞きしております。ただ、時間になったので進めさせていただ

ければと思います。では、着座にて進めさせていただきます。 

 本日は、お忙しい中、また雨の中、御出席いただきまして誠にありが

とうございます。議事に入るまでの間、事務局として進行を務めさせて

いただきます、子ども・若者支援課長の嶋津と申します。どうぞよろし

くお願いします。 

 本会議は、対面とＺｏｏｍを併用しての実施ということになります。

御協力をよろしくお願いいたします。あちらのスクリーンでそれぞれ御

確認いただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 なお、Ｚｏｏｍでの参加は、○○委員、○○委員、○○委員、あと、

世田谷区立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会会長が交代されましたの

で、今回から御参加いただく○○委員となります。よろしくお願いしま

す。また、本日は、事前に林委員、髙橋委員、金子貴昭委員より欠席の

御連絡をいただいております。ほかの方は遅れて到着ということになる

かと思います。 

 なお、本日も議事録作成のために録音、また速記者が同席させていた

だきます。あらかじめ御了承をよろしくお願いいたします。 

 続きまして、資料の確認でございます。各委員の机の上に次第以下、

資料１から５、あと世田谷区子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子

どもサポート」令和５年度活動報告書、令和６年度子ども・子育て会議

委員名簿を配布しております。資料の御確認をよろしくお願いします。 

 本日の議題でございますが、審議案件が２件、報告案件が３件、配布

資料が１件という内容でございます。 

 それでは、開会に当たりまして、子ども・若者部長の松本より御挨拶

させていただきます。では、松本部長、お願いします。 

松本部長  おはようございます。子ども・若者部長の松本です。本日は、お忙し

い中、また、お足元の悪い中、お集まりいただきましてありがとうござ

います。 
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 本日ですけれども、重要案件がメジロ押しとなっております。第１回

でも少し申し上げたかと思いますけれども、今年度は子ども・若者施策

の重要な事項を決めていく、本当に勝負の年だと思っております。そう

いったことから、今日も本当に重要な案件を出させていただくこととな

りました。 

 １つ目としましては、子ども条例の改正に向けた素案になります。令

和４年度、令和５年度と子ども・子育て会議に権利部会を設けまして議

論いただいた内容を、このたび素案という形でまとめることができまし

た。ちょうど昨夜も、久保田副会長や○○委員にも御協力いただきまし

て、子ども条例検討プロジェクトのほうで中高生12人ぐらいにお集まり

いただきまして、前文とか権利カタログ、また目指すまちの姿などを、

青少年協議会の若者委員に本当に上手にファシリテーターをしていた

だきまして、皆さんの活発な御議論をいただきました。昨日は区長にも

その場に同席いただきまして、意見交換などもしたところです。本日お

示しする素案のほうには、まだそちらの部分は反映できておりませんけ

れども、子どもたちからの意見と、また本日の議論を踏まえまして、来

月、この素案について庁内決定を進めていきたいと考えております。 

 また、２つ目ですけれども、令和７年度からの子ども・若者総合計画

（第３期）の素案をまとめたところです。こちらも昨年度から全９回に

わたりまして計画部会で御議論いただいた内容となります。その間に子

どもたちの声を聴くところから、その声から見えてきた課題ですとか、

子どもと子育て家庭を取り巻く現状、そして向こう10年を見通したとき

に、子ども人口の減少が見込まれる中で、子どもを権利の主体とした施

策を妊娠期から若者期まで地続きでどのように展開していくのか、とて

も多岐に及ぶ、また難しい議論をこの間進めていただいてきました。部

会の皆様におかれましては、この間、本当に貴重な御議論をいただきま

してありがとうございます。改めて感謝を申し上げます。こちらも条例

の素案と併せまして、本日、御議論をいただきまして、来月、区の庁内

で素案としまして庁内決定へ向けて進めていきます。その後も議会報告

等も経ながら、またパブリックコメント等に付しながら、案に向けて部

会での議論を進めてまいりますので、今後とも引き続きよろしくお願い

します。 

 そういったことで、重要案件はほかにもございます。本日は審議案件

２つ、報告案件３つとなります。限られた時間ではございますけれども、

皆さんの活発な御議論をいただきたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 
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嶋津課長  松本部長、ありがとうございました。 

 続きまして、新規委員の紹介をさせていただきたいと思います。お手

元に世田谷区子ども・子育て会議委員名簿を配布させていただいており

ます。このたび世田谷区立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会の会長が

交代されたということで、宮越麻衣委員が新しく就任されております。

オンラインで御参加いただいておりますので、宮越委員、一言よろしく

お願いしたいと思います。 

委員  世幼Ｐの会長であります宮越と申します。今回からよろしくお願いい

たします。 

嶋津課長  ありがとうございます。引き続き、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入る前に、世田谷区のほうから２件ほど事前に御報

告したいお話がございます。まず、保育課長のほうからお話をさせてい

ただきます。 

事務局  保育課長の北川でございます。よろしくお願いいたします。私のほう

から、この間、私立認可保育園で虐待行為で保育士が逮捕されたという

ことで、そちらの御報告というか、おわびを含めてお伝えさせていただ

ければと思います。 

 この間、多くの報道等で取り上げられておりましたが、５月７日と９

日に起こった私立認可保育園での虐待行為について、虐待を行った当該

保育士が６月25日に逮捕されております。この間、皆様には本当に御心

配をおかけしまして申し訳ございませんでした。区では、この間、保育

のサポート訪問ですとか指導、検査など、虐待（不適切な保育）の未然

防止に取り組んでいる中で、このような事態になってしまったことにつ

いて大変重く受け止めているところでございます。本件につきまして

は、６月17日と７月４日の区議会の特別委員会で発生の御報告と、この

間の経過の御報告をしているところでございます。引き続き警察のほう

でまだ捜査が続いていますので、区としては捜査に全面的に協力をして

いきたいと思っております。 

 また、園への支援につきましては、この間、当該の園に複数回サポー

ト訪問に行っておりまして、また、系列園がございますけれども、系列

園にも訪問をしておりまして、今のところ大きな混乱はないと聞いてお

りますが、引き続き、系列園も含めまして、園への支援、また運営法人

への指導、助言など、園児の安全確保を最優先に対応を行うとともに、

再発防止に向けて取り組んでいきたいと思っております。この間、本当

に御心配をおかけして申し訳ございませんでした。引き続き、よろしく

お願いいたします。 
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嶋津課長  続きまして、もう１点ございます。児童相談支援課長、お願いします。 

事務局  おはようございます。いつもお世話になっております。児童相談支援

課長の石山でございます。私のほうからは、令和６年５月14日に社会福

祉法人福音寮の前理事長が逮捕されたという報道についてお話をさせ

ていただきます。委員の皆様には大変御心配をおかけしまして申し訳ご

ざいませんでした。 

 区及び当該法人ですけれども、この報道を受けまして、速やかに施設

利用児童の保護者に説明や通知は行っております。特に、前理事長が施

設長を兼ねていた児童養護施設なのですけれども、こちらは日常的な関

わりが深いということから、５月14日火曜日に緊急児童集会を実施して

子どもへの説明をしております。そして、翌日以降、子どもの保護者へ

の説明を行ったところであります。それと、児童養護施設は、都区で児

童相談所設置自治体が所管する児童養護施設を相互に活用しておりま

すので、それにつきましても、臨時で都区合同所長会を開催いたしまし

て、子どものケアを最優先に子どもとの面接を行ってまいりました。現

時点では大きな動揺というのは表面的には見られてはおりませんが、た

だ、今後も継続的に丁寧に子どもの状況は見てまいりたいと思っており

ます。また、職員の動揺につきましても、今、本当にみんなで頑張って

いるところではありますけれども、ケアも本当に大切だと思っておりま

すので、法人と対応を確認しているところでございます。 

 なお、理事長につきましては、５月18日に前理事長が解任されて、５

月19日付で新しい理事長が就任しております。また、施設長も兼任して

おりましたので、５月18日付で前施設長が解任されて、19日付、新しい

施設長が就任しております。事業の運営につきましても、変わらず継続

をしているところでございます。 

 本件のような事件が二度と起こらないように、当該法人が実施する再

発防止のための検証、その動向を踏まえるとともに、区内で児童福祉に

携わる職員への子どもの権利擁護に関する研修も強化して、職業倫理の

確立に努めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

嶋津課長  区のほうから議事に入る前に御報告させていただきたい点が２点ご

ざいましたので、お時間をいただきました。 

 それでは、早速でございますが、今後の議事につきまして、加藤会長、

よろしくお願いいたします。 

加藤（悦）会長  おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。 

 それでは、今日もたくさんありますので、早速議事に入りたいと思い
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ます。 

 まず、議事１番の世田谷区子ども条例の一部改正について（素案）で

す。それでは、事務局からの御報告をお願いします。 

嶋津課長  それでは、世田谷区子ども条例の一部改正（素案たたき台）について

御説明させていただきます。 

 資料１でございます。世田谷区子ども条例の一部改正（素案たたき台）

についてという資料を御覧ください。こちらは、この条例改正に向けま

して、子ども・子育て会議から本年３月に答申をいただいたところです。

この間、その後も区議会での議論、あと子どもの声を聴きながら検討し

た結果や、こども基本法の施行などの動向も踏まえまして、「子どもの

権利が保障されるまちを文化として築いていく」ことを目指し、条例の

一部改正（素案たたき台）という形でまとめております。その内容が１

の主旨のところに書かれております。 

 ２のこれまでの経過については記載のとおりです。この間、子ども・

子育て会議等の開催の回数などが書いてあります。 

 １ページめくっていただきまして、２ページ目を御覧ください。３の

素案たたき台の内容でございます。こちらが別紙１、後ほど御説明しま

すが、改正条例素案の条文資料、別紙２が新旧対照表となっております。

別紙１、別紙２のうち、前文、目標、あと権利カタログといった、まだ

ブランクになっている部分があるんですが、そこは子どもたちが考えた

条文が入ります。昨日、最終日を迎えたんですが、子ども条例検討プロ

ジェクトというところで検討を行っております。昨日の夜、終えたばか

りということもございまして、具体的な条文については改めて御報告と

いうことにさせていただきたいと思っております。 

 では、早速ですが、まず13ページからの新旧対照表で説明させていた

だきたいと思います。13ページでございますけれども、素案の内容につ

きまして、別紙２の新旧対照表の右端の列に「主な改正内容の説明」と

いう部分がございます。こちらを見ていただきながら御説明したいと思

います。本日、組み込まれている資料の字が小さくなってしまったもの

ですから、改めて、もう１枚、Ａ４横に少し大きくしたものを配ってあ

りますので、そちらのほうを御覧ください。オンラインの方は拡大する

と見られるかなと思ったんですが、机の上に配った資料は字が細かく

なってしまったので、Ａ４横の大きいほうで見てください。 

 まず、条例の名称です。子どもの権利を基盤にした総合条例を目指し、

改正される条例を活用して「子どもの権利が保障されるまちを文化とし

て築いていく」ことを目標とするため、現行の子ども条例に「権利」と
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いう文言を追記した世田谷区子どもの権利条例と名称を変更いたしま

す。 

 続きまして、前文です。前文は、条例の主役である子どもが、条例を

自分のものとして受け止め、自分たちの条例として生かすことができる

条例にするため、子どもたちの思いをそのまま記載するようにしたいと

考えています。そして、この子どもの思いを大人たちが受け止めた上で、

次に区と大人の責務や決意表明を前文に記載していく、今そのような形

で予定をしております。 

 続きまして、14ページです。第１章、総則のところです。条例制定の

趣旨（第１条）については、本条例が子どもの権利を基盤にした条例を

目指していることから、子どもの権利を保障するということを明記して

いきます。 

 続きまして、言葉の意味（第２条）につきましては、現行条例では、

条例全体を通して通用される文言の定義づけがされておらず、疑義が生

じかねないということもありましたので、様々な主体を新たに定義して

いくというものです。 

 例えば、「子ども」については、一律で18歳で区切ることで支援が分

断されてしまうことがあるため、18歳を超えても子どもと同等の子ども

施策を受けることが適当である人がいるということを念頭に置き、範囲

を広げて定義します。また、「大人」については、この条例を読んだ大

人が、かつて自分が子どもだったときのことを思い出して、子どもの権

利を自分事として捉えてほしいということで定義したいと考えており

ます。 

 続いて、条例の目標（第３条）につきましては、こちらも前文と同様、

子どもたちが考えた目標を記載した上で、大人の目標を記載していくと

いうことです。続いて、大人の目標には、子どもの権利は大人から付与

されるものではなく、子ども一人ひとりが既に権利をたくさん持ってい

ることを示す必要があるため、これまでの記載に加えて、子どもの権利

を尊重する文化及び社会をつくることを明記してまいります。 

 続きまして、15ページです。第２章、子どもの権利、こちらは新設の

章となります。現行条例では、子どもたちが保障されるべき権利の具体

的な定義がございませんでしたので、当事者である子どもや周りの大人

たちに子どもの権利について知ってもらい、地域の中で着実にこの権利

を保障していくため、子どもの権利を具体的にここに規定していくとい

うものです。 

 基本となる権利（第４条）につきましては、子どもの権利条約に規定
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する権利を引用し、子どもたちにとって基本となる権利、いわゆる子ど

もの権利条約の４つの一般原則を明記してまいります。 

 続いて、第５条から第９条については、世田谷の子どもたちが直面し

ている課題に対して、子どもの権利の視点から光を当て、網羅的かつ具

体的に対応するため、子どもたち自身が考え、検討し、必要と考えた権

利を各条文に個別に規定していきます。 

 続きまして、16ページ目を御覧ください。第３章、子ども・子育てを

支え合う地域づくり、こちらも新設となる章でございます。現行条例か

ら見直すポイントとしては、保護者や区民については、現行条例は全て

「務め」という表記になっておりましたが、保護者や区民は「務め」を

「役割」に改める。一方で、子どもが日常的に活動する場となる学校、

あと子どもに関わる施設や団体、区については、「務め」を「責務」と

いう形に改めて文字を整理しております。 

 続きまして、保護者の役割（第10条）については、保護者は自分の都

合で子どもをコントロールしたり、虐待してはいけないということを規

定します。また、保護者の孤立を防ぎ、子育てしやすい環境づくりを後

押しするため、地域で子育てを支えられることを明記してまいります。 

 続いて、区民・団体の役割（第12条）です。こちらは、全ての区民、

団体、事業者に、地域の中で、子どもと子育て家庭を見守り、ともに住

みやすい地域をつくっていこうという感覚を持ち、特に子どもの権利が

保障された地域づくりに努める役割があることを規定します。 

 続きまして、17ページを御覧ください。第４章、基本となる政策につ

いてです。現行条例の第２章、基本となる政策に規定されている内容を

見直し、引き続き本章で規定してまいります。 

 子どもが参加・参画できる機会の確保と意見や想いの尊重（第15条）

については、現行条例第11条、子どもの参加をより踏み込んだ内容に改

めます。また、多様な意見表明の場を確保するとともに、乳幼児など言

語による意見表明ができない子どもの思いを受け止めることについて

明記してまいります。また、受け止めた思いをきちんと子どもたちに

フィードバックすることについても新たに規定してまいります。 

 続きまして、18ページを御覧ください。子どもの居場所づくり（第16

条）については、現行条例第10条で場の確保を、より踏み込んだ内容に

改めます。子どもの権利を尊重した、子どもの居場所に必要な要素など

を明確に規定してまいります。 

 いじめや差別の予防など（第18条）や、貧困などの対策（第19条）に

ついては、いじめ、差別、貧困やヤングケアラーなど、社会的に不利な
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状況にある子どもの権利の問題に対する政策を新たに規定してまいり

ます。 

 続きまして、19ページを御覧ください。子どもの権利学習の支援（第

21条）です。子どもたちへの支援だけでなく、権利学習を実施する立場

にある、子どもに関わる職員や区職員等が子どもの権利全般について理

解し、子どもに教えることができるよう支援する必要があることについ

ても規定してまいります。 

 続いて、人材育成（第23条）については、条例の理念を実践していく

ためには、子どもの意見形成、意見表明をサポートする担い手となる人

材の育成や循環が必須であることから、人材育成についても規定してま

いります。 

 続いて、普及啓発（第24条）は、本条例の認知度を高めていくため、

子どもに対してだけでなく大人に対しても働きかけを行っていくこと

を明記します。また、機運を醸成するため新たに「世田谷区子どもの権

利の日」を定めるということでございます。 

 続きまして、20ページを御覧ください。第５章、子どもの権利擁護は、

現行条例でもせたホッとについて規定しております。なお、こちらの子

どもの権利には、大人と同じ人権、いわゆる人間としての権利だけでな

く、子ども期特有の権利も含まれ、権利行使の主体であることをより明

確化する必要があるため、「人権擁護」という言葉を「権利擁護」とい

う言葉に改めてまいります。 

 続きまして、21ページです。擁護委員への協力など（第28条）につい

てですが、こちらは擁護委員の独立性の尊重という部分を明記してまい

ります。 

 続きまして、22ページです。せたホッとにいる相談・調査専門員（第

34条）については、相談・調査専門員の位置づけと役割分担をしっかり

明記してまいりたいということで、文字数が増えております。 

 続きまして、23ページ目を御覧ください。第６章、推進計画・推進体

制・評価検証などを、現行条例にも項目はありますが、１つの章にまと

めて再構成しております。 

 評価検証など（第39条）については、区の施策の評価・検証と、子ど

もの権利に関する普及啓発を子どもの権利保障の視点で行う、いわゆる

第三者機関―今、（仮称）子どもの権利委員会という名称をつけており

ますが―を新たに設置することを規定してまいります。（仮称）子ども

の権利委員会については、別途制定予定の子どもの権利委員会設置条例

のほうで定めていきたいと考えております。 
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 それでは、資料の２ページ目に戻っていただきまして、４の今後のス

ケジュールというところを御覧ください。スケジュールは記載のとおり

でございますが、９月にはパブリックコメントの実施、10月には条例に

関するシンポジウムの開催を予定しております。あと、庁内の政策会議

などを経て、４月の条例施行を目指してまいりたいと思います。 

 長くなりましたが、私からの説明は以上です。 

加藤（悦）会長  ありがとうございました。条例づくりに当たっては、権利の主体であ

る子どもたちと一緒につくり上げていこうということで、子ども条例検

討プロジェクトのほうも一区切り話合いが終了したということでした。 

 それでは、この件につきまして、御意見、御質問などありましたらお

願いいたします。 

久保田副会長  久保田です。私から１つ意見というか、メールでもちょっと意見させ

ていただいた部分ですが、第14条です。第14条の主語が区になっている

んです。主語が区ではないのではないかというか、区も含めた、もっと

広い範囲が主語ではないかという御意見をさせていただいて、「子ども

を含むすべての区民とともに」と入れていただいたんですが、主語が区

だけになっているので、やはり主語を区も含めたほかの全ての者を入れ

ていただいたほうが、せっかく第13条で区の責務ということで、区の責

務は13条で書かれていますので、ここは分けて第14条にしたというとこ

ろの意味も含めると、主語自体を「子どもを含めたすべての区民」、区、

事業主、雇い主、ちょっと長くなってしまうかもしれませんが、全ての

主体がやさしいまちづくりに取り組むという文章にしたほうがいいの

ではないかなと思いました。一意見としてお伝えしておきます。 

 では、私も全４回参加させていただきましたので、少し御報告という

か、どんな感じだったのかというところをお伝えさせていただければと

思います。昨日までで全４回、小学校、中学校、高校生のお子さんたち、

固定メンバーでしたけれども、もちろんお休みとかも含めると、毎回12

人ぐらいのお子さんたちが参加をしてくれて、青少協の若者委員が最低

でも３名、多いときは５名参加してくれて、お話があったと思いますが、

前文と権利カタログと目指したい何とかのまちみたいなキャッチフ

レーズの３点を検討しました。筋道は事務局の方たちでつくっていただ

きましたが、実際の議論はお子さんたち、若者委員が中心となって、見

ていて本当に思いましたけれども、すごく子ども目線で、柔軟な意見と

いうか、大人からではなかなか出せないだろうみたいな意見がたくさん

出ましたし、昨日なんかは特にそうでしたが、昨日はもう集約をしなけ

ればいけないということで、その中で子ども同士の意見がぶつかるとい
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うか、こうじゃない、ああじゃないみたいな話合いが行われていて、そ

のときも大人側は口を挟まないように我慢していたんですけれども、で

も、やっぱり子どもというのはすごいなと思いましたが、ちゃんと人の

意見も柔軟に受け入れて、そこは若者委員が引っ張ったりもしていまし

たけれども、その中できちんとした合意形成ができて、すごくいいもの

になったのではないかなと思っています。 

 今、恐らく最終段階で、昨日もうあらかたまとまっていますが、事務

局がそれを整理して、この条例に入れ込む作業をこれからされると思い

ますので、ぜひ前文と権利カタログとキャッチフレーズを楽しみにして

いただいて、また見ていただいて御意見等をいただければと思います。

一応10月にフィードバックという形で、もう２回ほどやられる予定だと

いうことですので、本当にお子さんたちは積極的に、みんながんがん意

見を出していましたし、世田谷区の未来は明るいなと本当に思うような

ものでしたので、私は参加させていただいて非常に勉強にもなりました

し、すごく面白かったです。ありがとうございました。 

加藤（悦）会長  ありがとうございました。先ほどの１つ目の子どもにやさしいまちを

つくり出していく主体をどうしていくのかという部分に関しては、要検

討ということにさせていただくことになるかと思います。ありがとうご

ざいました。 

 ほかにはいかがでしょうか。それでは、○○委員、お願いします。 

委員  御説明くださってありがとうございました。すみません、今さらとい

う感じもあるんですが、ウェルビーイングの定義について幾つか確認を

したいところがありました。第１条で以下「ウェルビーイング」といい

ますと書いてあるんですが、この場合、どこからどこまでがウェルビー

イングなのかというので、後で使われるウェルビーイングの概念とか、

あるいは文言のつなぎが少し変わってくるのかなと思いながら見てい

ました。第１条で見る限りは、主語が「一人ひとりの子どもが」と入っ

ているので、この子どもの権利条例の中でウェルビーイングという言葉

を使ったときには、子どものというのが括弧して前につくのかなと思っ

ているんですが、それはそれで正しいのでしょうか。 

 それに関わるところで言うと、第３章の保護者の役割の第10条３の文

言で、「保護者自身もウェルビーイングであることが大切です」と書い

てあって、「ウェルビーイングであることって何？」というふうに少し

引っかかりました。そういう意味では、例えば、保護者自身も子どもの

ウェルビーイングを守る、あるいは支えるということが大切ですという

意味なのか、あるいはほかの意味なのかというのが、ちょっと抽象的な
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感じがしました。 

 それから、第４章第15条の一番最後に「子どもの多様な意見や想いを

大切に受けとめ、対話しながら、ともにウェルビーイングを実現します」

と書いてあって、これもウェルビーイングというのは子どものウェル

ビーイングという理解でよいのかと、「ともに」というのが、ここに書

いてあるものを見ると、区と子どもとも捉えられるんですが、でも、そ

れだけなのか、誰と誰が子どものウェルビーイングを実現するのかとい

うところが少し曖昧な気がしました。 

 もう一つ、第15条４ですが、「子ども一人ひとりの意見や想いを大切

に受けとめ、受けとめた結果を子どもに伝えていく」と書いてあるんで

すが、受けとめた結果って何なのだろうかと。私の中で２つ考えられた

のは、どのように受け止めたのかを子どもに返すという意味合いなの

か、受け止めた結果、このような成果物が出てきましたということなの

か、あるいは両方を含んでいるのかが分かりませんでした。 

 最後に、第30条の調査と調整の１番目のただし書の部分ですが、「た

だし、擁護委員が特別の事情があると認めるときを除き、規則で定める

場合においては、調査をしないことができます」、これって２つの意味

が含まれているようで、ちょっと理解が難しかったんですね。私の理解

で言うと、ただし、規則で定める場合においては、調査をしないことが

できます、あるいはありますで、括弧して、規則で定められていたとし

ても、擁護委員が特別の事情があると認める場合には調査をしますとい

う意味なのか。些末なことで大変申し訳ないんですが、その辺の文言に

ついて少し分からないことがありましたので質問しました。 

 以上です。 

加藤（悦）会長  ありがとうございました。幾つか出していただきましたけれども、ま

ずウェルビーイングという言葉についてですが、こちらは私も子ども計

画検討部会のほうを担当していますので、今回の子ども計画検討部会の

目標というところとも連動してくるわけです。ただ、今、御指摘があり

ましたように、ウェルビーイングという言葉のメリットとしては、子ど

もの主観的な思いとか、そういった部分を表していますけれども、かな

り抽象的な概念でもありますので、その言葉の位置づけとか、誰がどう

それを具体化していくのかといったところは、もう少し検討が必要かな

ということをちょっと私も今感じました。ありがとうございます。事務

局から何かございますでしょうか。 

嶋津課長  今、会長におっしゃっていただいたように、もしかして、この文章の、

要は主語と述語ではないですけれども、言葉がどこにかかっているのか
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ということだと思いますので、今、例えば第１条でいくと、区としては、

子どもが、今を自分らしく幸せに生きて、明日に希望を抱くことができ

るようになることを踏まえて、以下「ウェルビーイング」と表記すると

いう意味で書いていたつもりではあったんですが、このあたりは、先ほ

どのほかの条文を含めて、いわゆるどこからどこまで、子どものウェル

ビーイングなのかどうかとか、その辺が、今、委員のお話を聞いていて、

もう少し言葉として考えてみたいと思っております。またちょっと御相

談をさせていただきたいと思っております。 

 それと、第15条４の「受けとめた結果」も、多分言葉の表記の仕方に

もう少し工夫が必要なのかなと感じたところです。 

 あと、最後の第30条の擁護委員の調査のお話がありました。これは特

段、現状の条文と変更はないところではあるんですけれども、条例上は

調査をしないことと言いながら、ただし、規則で定めたものはというお

話、いわゆる条例と規則のつながりでの記載の仕方ではあるんですが、

ここの疑問は今まであまり持ったことがなかったので、今、改めて御指

摘いただいたので、また少しここは考えてみたいと思います。 

 以上です。 

加藤（悦）会長  ありがとうございました。条例ですので、慎重に検討していく必要が

ありますから、また持ち帰らせていただいて一緒に検討できればと思っ

ています。ありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。○○委員、お願いします。 

委員  質問なんですけれども、ウェルビーイングは、私も読んでいて急に出

てきたような感じがしたんですが、どういう経緯でこの言葉を使うこと

になったのか気になります。 

加藤（悦）会長  この言葉は、子ども計画の理念というか、目標のほうで出てきた言葉

になっています。この後、２つ目の議事の子ども・若者総合計画の目標

として出てきますので、そちらから少し関連して出てきた言葉になりま

す。 

委員  よく出てくるので、私もインターネットでこの言葉を調べる機会が最

近多かったんですけれども、何かふわっとしていて、条例として読んだ

ときに、どういうふうな意味なのかというのは、読んでいる人がここで

つまずいてしまうのではないかなという気はするんですね。なので、世

田谷区としては、こういうつもりで書いているよというのがしっかり分

かる。それか、あえてそれぞれが捉えていいんだよということなのか、

そこは知りたいと思います。 

加藤（悦）会長  ありがとうございます。この言葉をどう用いていくのかも要検討とい
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うことにさせていただく形でいいかと思います。いろいろな人が読んだ

ときに、すぐにその意味が捉えられるということがとても大事だと思い

ますので、この言葉を用いるのかどうかも含めて要検討ということにさ

せていただければと思います。ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。○○委員、お願いします。 

委員  15ページ、第２章、子どもの権利の冒頭に、子どもの権利条約の４つ

の基本原則が挙げられております。右隣のほうに、条文は違いますけれ

ども、日本国憲法に対応する各種権利があるのを今見ていたんですが、

改めて、子どもの権利条約だけではなくて、日本国憲法に定められてい

る自由権というか、各種基本的人権からも、子どもの権利がもともと出

てきているものだと改めて思いました。当然、条例なので、憲法に反し

ているものをつくっているわけはないので、入っているということなの

かもしれないですけれども、せっかく子どもの権利条約を載せて、この

ように書くのであれば、可能であれば、日本国憲法からもう既に子ども

の権利というのは保障されて、右のところにいろいろ挙がっています

が、各種条文のほうからも既に保障されているんだということが表せる

と非常にいいかなと。参政権とかはさすがに同じようにはできないとい

うのは注意が必要ですけれども、改めて、権利条約とともに、日本国憲

法でもう既に子どもというのは権利の主体として尊重、保障されてい

る。それから、自由権とか、そういったものはもうあるんだよというこ

とが分かる内容が含まれるとすばらしいのではないかなと思いました。 

 以上です。 

加藤（悦）会長  ありがとうございます。憲法において、しっかりと人権として子ども

も含む形で保障されている。それらも子どもの権利と同じ方向性を向い

ているということに関しては、場合によっては前文なんかに載せていく

ということが考えられるのかなと思いました。ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

委員  16ページの第３章の第10条２です。これは保護者が読んだときにどう

感じるかなという観点で読んでいたんですけれども、「保護者は、たと

え子どものためを想い、しつけと称しても、子どもを叩いたり、ひどい

ことを言ったり、怒鳴ったり、保護者の都合で子どもに接してはいけま

せん」ということですが、この「都合で」というところがちょっと引っ

かかったというか、もちろん子どもをたたいては駄目だし、ひどいこと

を言っては駄目だし、どなっては駄目なんだけど、「保護者の都合で子

どもに接してはいけません」の「都合」というのは、一般的な意味で都

合って使いますので、いい意味でも保護者の都合とか事情とかというこ
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とで使いますから、保護者の都合もきっとあるだろうし、保護者の都合

で子どもに接してはいけないとなると、随分保護者の子育てを苦しくさ

せるようなニュアンスに取られてはということなので、この「都合」と

いうのを、例えば、条文の言葉として適切かどうか分かりませんが、「保

護者の勝手」とか、そこは私も言葉を今から探そうと思うんですけれど

も、自分勝手とか、保護者の独りよがりなことでというニュアンスが伝

わるような言葉のチョイスのほうがいいのではないかなと思いました。

ちょっと私も考えてみようと思います。 

加藤（悦）会長  ありがとうございます。こちらも大変重要な指摘かと思いました。保

護者自身の頑張りとか、保護者自身が一生懸命子育てしていること、一

緒にやっていこうとかいうような姿勢が大事になってくると思います

ので、先ほどの「都合」という言葉の用い方、あとは前半部分の表現も、

難しいですけれども、この辺も少し検討の余地があるのではないかと私

も思いました。ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。○○委員、お願いします。 

委員  ありがとうございます。私からは、16ページ、第12条の区民・団体の

役割というところで質問というか、確認ですけれども、この団体がどう

いったものを指すのか、ちょっとイメージがつかなかったんですね。子

どもに関わる団体というのは前の条文の第11条に入っているので、子ど

もに関わる団体以外の団体と読み取れなくもないんですが、どうしてあ

えて団体と書いたのかなというのがちょっと分からず、次の第12条第２

項で事業者と書いてあるので、いわゆる営利というか、会社とか個人事

業主はそこに入ってくるのかなと思ったんですけれども、あえて団体と

書く意図を知りたかったのと、その条文の中で、「ともに住みやすい地

域をつくっていくという感覚をもち」というところで、「感覚」という

のがちょっと引っかかったところで、代わりにいい表現が見つからな

かったので、どうしようかなと思ってはいるんですが、前回の条文と比

べるとちょっとふわっとしているというか、消極的になった印象があっ

たので、前のほうが積極的な印象を持ったというところで若干違和感が

ありました。 

 以上です。 

加藤（悦）会長  ありがとうございました。この団体が何を指しているのかという部分

と、「感覚」という言葉の用い方等について御質問がありましたけれど

も、団体は、どこかで定義は出ていましたっけ。特にないですかね。第

２条の５、この条例において「区民・団体」とは、子どもが地域の中で

関わる多様な大人や子ども、地域で活動する組織団体という定義です



 16 

ね。 

委員  そこで定義はあるんですね。了解です。子どもに関わる団体以外の活

動をしている団体というところで、分かりました。ありがとうございま

す。 

加藤（悦）会長  ありがとうございます。 

 あと、書きぶりが少し消極的になっているのではないかといった御指

摘もありました。そういった団体の活動が子どもの権利を具体化した

り、保障していくために極めて重要だと思いますので、そのあたりの表

現をどうするのかは、またちょっと検討させていただく形にしたいと思

います。ありがとうございます。 

 続いて、○○委員、お願いします。 

委員  ○○です。答申を踏まえてしっかりした条文に落とし込んでいただ

き、本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。 

 まず、前文のところですが、先ほど○○委員からのお話もありました

ように、日本国憲法を入れるというのはいいのかなと思います。もしそ

れを入れる場合には、こども基本法についても入れ込んでいくのがいい

のかなと思います。 

 あと、「大人」という漢字についてどうするかというのはずっと議論

がなされて、最終的には、今、漢字で落ち着いていますが、僕の感覚か

もしれませんが、やはり平仮名の「おとな」に変えたほうがいいのかな

と。昔よく大きい人と小さい人みたいな形で子どもということを表すこ

ともありましたが、大きい人って言葉の感覚としても平仮名にしたほう

が、この条例改正には合うのではないかなと改めて感じております。 

 そして、第３条第３項です。「子ども自身が子どもの権利を実感でき

る文化と社会をつくり出し、継承していきます」。「子どもの権利を実感

できる」という表現が、これも確かにいいなとも思うんですけれども、

「子どもの権利が尊重されていることを実感できる」とか、「子どもの

権利が保障されていることを実感できる」という、何らかの言葉が入っ

たほうがしっくりくるのかなとも思いました。 

 それと、「つくり出し、継承していきます」というところに、さらに

積極的な言葉として、「発展させ継承していきます」という「発展させ」

という言葉がここに入ると、さらに前向きな感じがしてくるのかなと思

いました。 

 第４条についてです。第４条は子どもの権利条約の４つの一般原則を

示していただきました。子どもにも区民にも分かりやすい表現にされて

いるかなと思いますが、この４つの一般原則の書きぶりをどうしていく
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のかということは要検討なのかなと思います。 

 例えば、４つ目ですが、これは意見表明権が示されています。これは

これまでの議論でも何度も話をさせていただいたように、意見を表明す

る権利なのか、意見を聴いてもらう権利とか尊重される権利なのかとい

うところで、例えば、「年齢や発達にかかわらず、自由に自分の意見や

想いを表明し、参加する権利」と書いてありますが、ここが年齢や発達

に応じて、そうしたものを聴かれる権利なのか、きっとこれは意見表明

権を第４条第４項に書き、そして15条でそれを区として尊重していくと

いうことが示されているのかと思いますが、近年、意見表明権というよ

りは、The right to be heard、意見が聴かれるというところに焦点が

当てられることもありますので、ここの部分の書きぶりを、表明権にす

るのか、意見が聴かれる権利とか尊重される権利を出していくのかとい

うことは検討していただいてもいいのかなと。 

 あと、生きる権利、育つ権利、これは生命への権利、生存発達の確保

という４つの一般原則の表現かと思いますが、このあたりも「発達」と

いう言葉を入れるのかどうか。４で発達というところが入っているの

で、ここもちょっと表現を検討してもいいのかなと思いました。 

 そして、第５章、子どもの権利擁護について、せたホッととも調整を

しながら出していただくということで、今回このような条例案が出てき

たのを拝見すると、これまでも幾つか議論にあった擁護委員の人数が３

名では回らないということから、５人以内が出てきたというところと、

あとは相談・調査専門員の第34条で、相談・調査専門員の職務とか役割

をより明確化していくというところでこれが出てきたのかなとも思い

ます。それ以外のところを見てみると、特に変更がないのかなというよ

うにも思います。 

 それで、第25条第５項を見ていただくと、これも条例の第５章を入れ

るというときの議論からずっと気になっていたところですが、「区長と

教育委員会は、擁護委員が心身の故障によりその仕事ができないと判断

したときや、擁護委員としてふさわしくない行いがあると判断したとき

は、その職を解くことができます」という、いわゆる解職規定が書かれ

ています。これのそもそもの意味は、こうした場合に解職することがで

きるということではなく、そういうとき以外は解職できないという、い

わゆる擁護委員の独立性を示す条文だと解釈されています。ただ、例え

ば、日本で一番初めにできた川西市の子どもの人権オンブズパーソン条

例では、第５条第６項、「市長は、オンブズパーソンが心身の故障のた

め職務の遂行ができないと認められる場合又は職務上の義務違反その
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他オンブズパーソンとして明らかにふさわしくない行為があると認め

られる場合を除いては、そのオンブズパーソンを解職することができな

い」と、いわゆるオンブズパーソンの独立性を保障する項目になってい

るので、解職規定にするのか、解職できないというふうにするのか、い

ま一度これは検討をしていただきたいと思います。 

 あとは、先ほど第34条を追加していただいたということで、相談・調

査専門員について、子どもの声を聴く専門家という位置づけをここで改

めてした。さらには、子どもの権利に関する普及啓発活動を実施すると

いうところを書いていただいたのはよかったなとは思っていますが、

「また、子どもの権利に関する普及啓発活動についても、擁護委員とと

もに実施します」。この「についても、擁護委員とともに」は入れるの

か入れないのか、このあたりも、より積極的に相談・調査専門員の方の

普及啓発活動を実施いただく観点からは、についてもから擁護委員とと

もにというのは、なくてもいいのかなとも思いました。 

 あと、第39条の評価検証のところで、子どもの権利委員会を設置する

という方向性を示していただき、これについては、子どもの権利委員会

設置条例という別途の条例をつくるということかなと思います。これに

ついて、別途の条例をつくる方向で行くのか、はたまた、こちらの本体

条例のほうに詳細というか、ある程度の枠を示していくのか、設置条例

を新たにつくるという判断をされたことについて、どうしてかというこ

とについては質問で、教えていただければと思います。 

加藤（悦）会長  ありがとうございました。条文をどう表現するのかによって、やはり

現実社会の中で子どもの権利をどう具体化していくのかに影響してい

きますので、大人の表現とか意見表明権をどうするのかというところは

さらに検討していくことにしていきたいと思います。 

 あと、いろいろ貴重な御意見ありがとうございます。最後のところを

事務局よりお願いできますでしょうか。 

嶋津課長  いろいろ御指摘いただきましてありがとうございます。最後の子ども

の権利委員会だけ、なぜ別の条例に定めるのかというお話は、この中で

も結構いろいろ議論もしてきたところはあるんですが、確かにこの中に

入れるという考え方もあるかなと思ったんですけれども、今、イメージ

としては、子どもの権利委員会は、いわゆる子・子会議、あとは青少協

みたいな会議体をイメージしているところがあります。せたホッとは常

設で人がいてという形になっていますが、違う感覚が少しあって、確か

に行政の中で条例を１つの中に入れるやり方もあれば、個別につくって

それぞれのところにきちんと規定していくという、それぞれやり方みた
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いなところもあるんですけれども、今回、子どもの権利委員会を新規に

立ち上げるといった部分もあったものですから、条例改正というのはな

かなかハードルが高い部分もあったりするので、我々としては、個別の

中で一度条例を立ち上げて、そこでしっかりうたっていきたい、きちん

と明記していきたいというところは、別にするほうがより明確化しやす

いかなということも考えた、そのようなところがございます。 

委員  その意図はすごく分かっていて、そういう方法もあるなとは思ってい

ます。そして、十数年前に第５章を入れるときも、子どもの人権擁護機

関の設置条例を別につくるか、はたまた子ども条例の中に入れるかとい

う議論で、やはりこうしたものは総合条例の中に入れて総合的に推進し

ていくのがいいという判断の中で、第５章を入れ込んだということもあ

ります。そこに関する細則については条例の施行規則に入れていくとい

うことなので、１つの方法としては、こちらの条例の中に子どもの権利

委員会を入れて、そして細則については施行規則で入れるという方法も

あるし、このような形でもう少し議論を深めた上でつくっていくという

意味においては、第６章は第39条に掲げられているところに収め、別途

条例をつくるというやり方もあるので、タイミングと内容と今後のこと

をいろいろ検討した中での現在の判断なのかなとお伺いしておりまし

た。 

加藤（悦）会長  その辺のやり方を含めて、少し検討するという形になりますでしょう

か。 

嶋津課長  実は、後の計画のほうの資料で見やすいものがあるかなと。資料２①

を御覧いただくと、これの６ページに「子どもの権利委員会」の設置に

ついて（案）というのがあるんですけれども、子どもの権利委員会の設

置という部分で、今、どういう形の権利委員会にしていこうかなという

イメージ図が左側に出ているんですが、右側にせたホッとがあって、い

ろいろつながって、児童福祉審議会やら子ども・子育て会議、あと子ど

も・青少年協議会、こういったような今ある会議体もありつつ、確かに

条例と計画とセットで今回計画の中にこの図を入れさせてもらってい

ますけれども、この検討の中で条例のつくり方、仕立て方を考えてきた

つもりではいるんですが、その区別をする中で、今回、子どもの権利委

員会というのは、今のところは別途つくったほうがいいのではないかと

は考えてきたところです。 

事務局  今、嶋津課長が６ページのところをお伝えしましたけれども、この後、

具体的に御説明しますが、子ども・子育て会議なども条例で制定をして

おりまして、子ども・青少年協議会もそうなんですけれども、このあた
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りと子どもの権利委員会の役割の整理であるとか、そういったところも

この後きちんと議論していきたいということもありまして、一旦外にと

いう形で議論しているところでございます。 

 以上です。 

加藤（悦）会長  ありがとうございました。ほかにはよろしいですか。○○委員、お願

いします。 

委員  子ども条例が令和７年４月から施行ということですが、その後の経過

観測というんですか、実際変えてみて、これはこういうつもりだったけ

れども、ここはちょっと不具合があるとか、この条例が改正された後に、

もちろん誰かの都合によっておかしなふうになってしまってはいけな

いんだけど、実際運営してみたらこうだったねみたいなことがあったと

きに、それを検討して微調整したり、子どもに意見を聴いてみるとか、

実際読んでみたら一般の人がこれはよく分からないとか、どう解釈する

のだろうということが出てきたときに、何年かに一度なのか、アンケー

トでも何でもいいんですが、それを変えていけるのかどうか。話し合う

ようなことができるシステムがあるといいのかなという気がします。 

 あと、もう１個、ちょっと違うことで、親の都合の話が最初に出たと

思うんですが、日々子育てをしていると、私は、今、しつけと教育は必

要だと思うんですが、これは彼らに必要なのか、もしくは私の欲望なの

かというところで測るんですね。親の欲望か子どもの必要性か。なので、

常にそこは葛藤なんですけれども、欲望という言葉が条例に対しては適

切か分からないんですが、子育てしている中ではそのように考えながら

接しています。 

 以上です。 

加藤（悦）会長  ありがとうございます。そのあたりの「都合」の難しい葛藤をしてい

る部分の表現はなかなか難しいんですけれども、ありがとうございま

す。 

 あと、一度改正されて、その後、もう１回微修正というのはちょっと

難しいと思いますので、期日は限られているんですが、しっかりしたも

のをつくり出してという形になると思います。 

委員  変えるのは難しいにしても、実際どうかという意見を集めていくのは

大事なのではないかなと。 

嶋津課長  事務局から少しお話しさせてもらいますが、基本的に、確かに条例は

概念といいますか、理念みたいなところ、区の考えとか方向性とか、そ

ういったものを皆さんにきっちりお伝えしていくということはあるん

ですけれども、先ほど見ていただいた６ページの資料で、それぞれ子ど
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もの権利委員会とか、また子ども・子育て会議とか、そちらのほうで

フィードバックしながら、何が足りなかったのかとかを含めて議論しな

がら、場合によっては広報戦略になるのか、計画のところで次の施策に

反映していくのか、そのあたりの反映の仕方はいろいろあるかなと思う

んですが、条例改正の部分までは正直なかなか厳しいところはあるかと

思っております。 

委員  ただ、人がつくるものって、世の中が変わったり、状況も変わってく

るので、どうしてもこれは必要とか、これは違うなということは出てく

ると思うので、そこは柔軟に対応してもらったほうがいいのかなとは思

います。 

松本部長  １点だけ。例えば、この条例の中で、言葉の使い方とかというのは今

回しっかり議論して定めていく必要があると思っているんですけれど

も、今後立ち上げる子どもの権利委員会などで様々なモニタリングとか

をしていく中で、ここは子どもの権利をより強めていかなければいけな

いだろうというような政策的な課題が明らかに生じてきた場合には、子

どもの権利委員会の中で議論があり、そこを子ども・子育て会議、こう

いった場でまた議論をして、本当に必要だという判断があれば、そこで

また１年なのか、こういった議論というのはあるかと思いますけれど

も、子どもの権利を強めるために必要だというのが明らかになってくれ

ばというのは、全くないということではないと思います。ただ、精度は

しっかり上げて今回やらなければいけない、そういったことだと思いま

す。 

加藤（悦）会長  いろいろ御意見を出していただきまして、ありがとうございました。

今後のことを少し御説明させていただきますが、条例素案につきまして

は、８月に区で決定しますので、もう来月なんです。９月以降、議会報

告、区民へのパブリックコメントの実施と進んでいくということです。

それで、本日示された素案についてですけれども、さらに追加の意見等

がございましたら、１週間後の７月19日金曜日までに事務局までお寄せ

いただければと思います。最終的には、その意見も含め、加藤で預から

せていただき、事務局と最終調整ということで、結構責任重大なんです

けれども、場合によってはもう１回、今日かなりたくさん意見が出てき

ましたので、一度こういう形で考えていますといったフィードバックを

させていただく可能性もございますので、ぜひ御確認をお願いしたいと

思います。また、来週までの御意見も、具体的な形での御意見をいただ

きますと大変ありがたく思います。いろいろありがとうございました。 

 それでは、本件については以上とさせていただきまして、次に、これ
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も大変重大な審議事項ですけれども、資料２、子ども・若者総合計画（第

３期）（素案）についてです。本計画については、昨年８月から、こち

らは子ども計画検討部会を設置しまして、私が部会長として、部員の皆

様と、この間、全９回にわたって議論させていただきました。小中学生

とひとり親家庭を対象としたアンケートの調査票の検討から、現状にお

ける課題整理、アンケート結果からの現状分析、さらに子どもの人口減

少が見込まれる中でも待機児童が生じている状況をどう見込むのか等、

多岐にわたるとても様々な議論を進めてきました。また、今回から、若

者計画も統合して子ども・若者総合計画とすることから、子ども・青少

年協議会とも合同開催も実施しまして、若者委員の声も聴きながら、さ

らには有識者のゲストスピーカーの話も聞きながら素案をまとめてき

たところです。部会の皆様、ありがとうございました。 

 今回、その検討部会での議論を計画の素案としてまとめていただきま

した。素案も膨大な内容となっておりますので、特に全体で共有してお

きたいポイントに絞って、事務局より説明をお願いいたします。 

嶋津課長  それでは、事務局から説明をさせていただきます。子ども・若者総合

計画（第３期）（素案）についての御説明です。資料は、資料２①と資

料２②、あと参考資料を御用意いただければと思います。今、会長から

お話しいただきましたが、昨年８月以降、計画部会において、この間、

全９回にわたって多くの御議論をいただきました。委員の皆様には心よ

り感謝申し上げます。また、これまでの部会での議論を踏まえまして、

子ども・若者総合計画（第３期）の素案としてまとめております。概要

版が資料２①、本編が資料２②ということで、部会で御議論いただきま

した保育の需要量に関する考え方をまとめさせていただいた内容は資

料２の参考資料としてお配りしております。そちらを御覧いただければ

と思います。本日は、資料２①の概要版を中心に説明させていただきま

す。 

 早速ですが、２ページ目を御覧ください。計画の構成になっておりま

す。第１章から第７章までの構成としております。なお、第７章、子ど

もの貧困対策計画及び資料編の一部は、今後、計画案で掲載してまいり

ます。 

 続きまして、３ページ目を御覧ください。計画の期間でございますが、

これまでと同様に、計画が大切にしてきました区民とともに進める地域

づくりには、やはり長期的な施策の見通しが必要であるという考えに基

づき、令和７年度から令和16年度までの10年間の計画期間といたしま

す。なお、計画策定後も時勢を見ながら必要な見直しを行ってまいりま
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す。なお、内包する子ども・子育て支援事業計画は、国の指針に基づき、

令和７年度から５年間という計画期間となります。 

 続きまして、４ページを御覧ください。計画の位置づけでございます。

本計画は、世田谷区子ども条例の推進計画として策定します。また、第

３期は、こども基本法で市町村の努力義務とされている自治体こども計

画に位置づけてございます。また、これまでと同様、子ども・子育て支

援事業計画、子どもの貧困対策計画及び子ども・若者計画を内包いたし

ます。 

 続きまして、５ページ目です。計画の(1)推進体制です。これまで、

進捗管理や評価・検証については、子ども・子育て施策は世田谷区子ど

も・子育て会議、若者施策は世田谷区子ども・青少年協議会で行ってま

いりました。第３期は、子ども・若者総合計画として策定することから、

今後、計画の初年度に合わせて、世田谷区子ども・子育て会議と世田谷

区子ども・青少年協議会を統合しまして、（仮称）世田谷区子ども・若

者・子育て会議としてございます。妊娠期から学童期・思春期、若者期

まで、切れ目なく総合的な視点で進捗管理と評価・検証を行いたいと考

えております。さらに、新たに、子ども条例の一部を改正する条例に基

づき、子どもの権利保障に向けた区の施策の評価・検証と、子どもの権

利に関する普及啓発を行う第三者機関である世田谷区子どもの権利委

員会を設置いたします。 

 もう既に先ほど見ていただきましたが、６ページに子どもの権利委員

会のポンチ絵がございます。左側にある世田谷区子どもの権利委員会

が、子ども・若者が参加参画し、意見表明できる機会と連携した仕組み

にするとともに、右側にある世田谷区子ども・若者・子育て会議、児童

福祉審議会、子どもの人権擁護機関「せたホッと」の関係機関とも定期

的に子どもの権利に関する課題を共有し、評価・検証、ヒアリング等の

モニタリング調査を実施するという内容でございます。また、世田谷区

子どもの権利委員会では、評価・検証結果を踏まえて、区長に対して政

策提言を行う役割ということを予定してございます。 

 続きまして、７ページ目です。(2)指標を用いた計画の評価でござい

ます。子どもは、保護者や家族、友達、先生や保育士、支援者や周囲の

大人、幼稚園、保育園、学校や居場所、地域社会や政策・文化、社会環

境など、子ども・若者を取り巻く様々な関係が相互に影響を与え合う環

境の中で、その影響を通じて発達していきます。現在の第２期後期計画

では、子ども、保護者、地域の指標を定めておりますが、第３期の策定

に当たっては、新たに政策の柱ごとに、子ども・若者のいわゆるウェル
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ビーイングを実現するための指標を設定し、計画の指標としていきま

す。この指標は、社会環境等の影響も受けるものですが、本計画で推進

する政策の柱を通じて、目指す状態を明らかにするために、子ども・若

者、保護者の主観的な評価を指標に設定するものです。 

 続きまして、８ページ目を御覧ください。第３期の策定に当たり実施

した保護者へのニーズ調査、小中学生・若者調査の調査項目を基本に、

17の子ども・若者のいわゆるウェルビーイングを実現するための指標を

定めたいと考えております。現況数値を基に、案の段階で中間年である

令和11年度、あと最終年度である令和16年度の目標を定めていきます。 

 続きまして、９ページを御覧ください。第２章、子ども・若者を取り

巻く環境、第２期（後期計画）の評価でございます。こちらの評価の部

分については、また後ほどそれぞれ御確認いただければと思います。 

 右下のページで18ページまで飛んでください。18ページ目の第３章、

基本方針、１、目指すまちの姿でございます。第１期、第２期は、目指

すべき姿を「子どもがいきいきわくわく育つまち」として、全ての子ど

もが家庭や地域、他者との関わりや多様な体験の中で、本来持っている

力を存分に発揮し、喜びを持って健やかに育っていくまちを目指してま

いりました。第３期においても、子どもは生まれながらにして今を生き

る権利の主体であるという、いわゆる子ども主体の考え方を引き継いで

まいります。子ども条例検討プロジェクトで決めた目指すまちの姿とし

ていきたいと考えております。 

 続きまして、19ページ目を御覧ください。２の計画の目標です。計画

の目標を定めるに当たっての考え方になります。こちらも後で見ていた

だければと思います。長いので少し飛ばしますが、３段落目から少しお

話をさせていただきます。今回、子どもや若者の声を聴く中で、自分の

したいように過ごしたいと思っても、周囲の大人から時間の使い方や過

ごし方を決める余地が制限されたり、その時間を持つことができないぐ

らい忙しい状況に置かれ、子どもの権利が行使できなかったり、保障さ

れなかったりする実態が、世田谷の子どもたちが直面している課題とし

て明らかになりました。 

 これら子どもの権利が行使できなかったり、保障されなかったりする

ということは、子どもやその周囲だけの責任では決してありません。子

どもの権利の保障は、子どもと保護者の心身の状況や家庭の社会経済状

況、子どもが通う施設や学校の状況、地域の環境、政策や社会情勢、文

化、さらには保護者も含めた周囲の大人が育った環境などの相互作用に

よるものであり、区を含めた地域社会の責任として捉え、いま一度、子
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ども・若者の育ちと成長、子育てを保護者だけのものとせず、地域社会

全体でともに支え合うことを明確にします。 

 本計画では、少子化という大人が多い現代において、これまでの子ど

も・若者への地域社会の関わり方を変え、子どもも若者も大人も、年齢

や経験にかかわらず、人として対等であり、互いに尊重され、対話の中

で互いを理解し、ともに成長していける地域社会を実現すること、つま

り、子どもの権利が保障されるまちを文化として築いていくことを目指

してまいります。 

 続きまして、20ページを御覧ください。こちらが計画の目標です。「子

どもが権利の主体として、一人ひとりの健やかな育ちが保障され、子ど

も・若者が、自分らしく幸せ（ウェルビーイング）な今を生き、明日か

らもよい日と思える社会を実現する」といたします。先ほどウェルビー

イングのお話もございました。ここに注釈を書いております。あと、一

人ひとりという部分とか、明日からもよいと思える日ということの、そ

れぞれこういった意図ですという注釈を入れておりますので、後で御覧

ください。 

 続きまして、21ページです。３、計画を貫く４つの原則です。本計画

の推進に当たっては、第２期計画の「基本コンセプト＝子ども主体」を

実現する施策を実施する上での３つの視点として掲げた「つなぐ・つな

がる」、「参加と協働」、「地域の子育て力」を改めまして、新たに本計画

における計画を貫く４つの原則を定めたいと思います。政策及び施策を

実施するに当たっては、この４つの原則を踏まえていきたいというもの

です。 

 続きまして、22ページを御覧ください。４の子ども・若者政策と少子

化対策の関係性でございます。こちらも３段落目からお話ししますが、

最も身近な自治体として、区民の多様な価値観を尊重しつつ、希望する

方が子どもを産み育てることを選択し、喜びを持てる環境を整えること

が重要であることから、本計画の目標を実現することによって、世田谷

で子育てしやすい、子育てし続けたいと実感できる区民を増やし、社会

増及び自然増による持続可能な人口構成になることで、区として「希望

する暮らしを叶えられるまち、住み続けられる世田谷」を実現し、国、

都の少子化対策に資することにつなげていきたいというものでござい

ます。 

 続きまして、23ページです。第４章、政策の柱の前提となる考え方で

ございます。子どもが権利の主体として、子ども・若者が自分らしく幸

せ―先ほどから出てきているウェルビーイング―な今を生き、明日
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からもよい日と思える社会を実現するために、子ども・若者の育ちと成

長、子育てを子ども・若者や保護者個人の責任とはせず、地域社会全体

でその育ちと子育てを支えるための取組を推進することを主眼に、この

政策の柱というものを定めます。 

 １つ飛ばして、小中学生アンケート調査の結果からも、周囲の人が自

分の意見をちゃんと聞いてくれている、家族に大事にされている、学校

が楽しい、地域のお祭りなどに行くのが好き、家族のほかに自分のこと

を真剣に考えてくれる大人がいる、こういった複数の要素で実感できる

ということは、自己肯定感に影響することが推測される結果でございま

した。 

 さらに、こうした体験は、虐待、ネグレクト、家庭内での困難やいじ

め等の逆境的体験がある子どもたちのいわゆる傷つきの影響を緩和す

る可能性がございます。その観点からも、子どもを取り巻く多様なコ

ミュニティの中で、信頼できる人々との関わりや体験を、子どもの権利

に根差して保障することが必要でございます。 

 事業者を含む区民とともに、多様なコミュニティで、子ども・若者が

ライフステージを通じて様々な人々と出会い、安心で自分らしさが肯定

される応答的な関わりの中で、豊かに遊んだり、経験したり、挑戦した

り、成長し合えるポジティブな体験を増やしてまいります。その基盤と

して、全ての子どもが安定したアタッチメントを形成できるような環境

を整えるというものでございます。 

 続いて、24ページ、25ページに概念図を入れておりますので、こちら

は後で見ていただければと思います。 

 26ページを御覧ください。こちらに７つの政策の柱をつけておりま

す。第２期後期計画では４つの重点政策を定めてまいりましたが、第３

期は、さらに推し進める政策を明確にするために、７つの政策の柱とし

ております。Newと書いてあるところが新規で追加している３つの項目

になります。 

 また、27ページ以降に、それぞれの柱ごとに、目指す状態、子ども・

若者のウェルビーイングを実現するための指標、取組の方向性、施策の

概要を位置づけております。そちらが33ページまで続いておりますの

で、後で御覧いただきたいと思います。 

 続いて、34ページに進んでください。第５章、計画の内容でございま

す。第２期後期計画の施策を基本に、若者計画を体系に組み込んだ上で、

妊娠期、乳幼児期、学童期・思春期、若者期、子育て期のライフステー

ジ順で７つの大項目を定めております。計画の内容は、後で本編、右上
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の75ページ以降に記載していますので、後ほど御覧いただければと思い

ます。中項目ごとに、本編のほうでは現状の取組、課題、目指す状態、

施策展開の柱立てを定めております。 

 続きまして、35ページ、第６章、子ども・子育て支援事業計画（令和

７年度～11年度）でございます。子ども・子育て支援法において、子ど

も・子育て支援事業計画を５年ごとに策定するとされており、国の基本

指針を踏まえることとされております。この基本指針とニーズ調査の結

果を踏まえるとともに、世田谷区子ども・子育て会議に意見聴取を行っ

た上で事業計画を策定しております。 

 なお、本年４月から施行された児童福祉法等の一部を改正する法律に

よるこども家庭センターの設置についての市町村の努力義務、これとあ

わせて、新たな市町村の事業として、子育て世帯訪問支援事業、児童育

成支援拠点事業、親子関係形成支援事業が創設されたという点について

も本事業計画で反映しております。 

 また、こども誰でも通園制度は、令和７年度に地域子ども・子育て支

援事業計画として制度化、令和８年度から子ども・子育て支援法に基づ

く新たな給付として全国の自治体において実施できるよう、改正子ど

も・子育て支援法が令和６年６月に成立しております。そのため、令和

６年夏以降になりますけれども、所要の法案の成立等を踏まえ、基本指

針等が改正される予定となっております。その改正を待って、こども誰

でも通園制度については記載を検討していくということでございます。 

 続きまして、36ページを御覧ください。３の需要量見込み及び確保の

内容と実施時期です。(1)教育・保育事業の需要量見込み及び確保の内

容と実施時期としまして、1)の幼稚園、認定こども園教育標準時間利用

による確保の内容と実施時期と、2)の保育所、認定こども園保育時間利

用、地域型保育事業による確保の内容と実施時期の考え方をまとめてご

ざいます。後ほど御確認ください。 

 続きまして、37ページです。こちらは全地域の教育・保育事業の需要

量見込み及び確保の内容と実施時期になります。２号認定のうち、左記

以外というところと、３号の確保の内容につきましては、現在、計数整

理中のため、今後また調整していきたいと考えております。また、資料

２の本編の130・131ページには地域別の一覧も作成しておりますので、

こちらも後ほど御確認いただければと思います。 

 続いて、38ページを御覧ください。(2)子ども・子育て支援事業の需

要量見込み及び確保の内容と実施時期でございます。1)利用者支援に関

する事業から、46ページの14)ペアレント・トレーニング（親子関係形
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成支援事業）までは、国の指針に基づき、需要量及び確保の内容を定め

てまいります。 

 第２期後期計画からの主な変更点をお話しさせていただきます。児童

福祉法等の一部を改正する法律が本年４月から施行されたことにより、

まずは38ページの1)利用者支援に関する事業の基本型、地域子育て相談

機関の位置づけ、それと新たに法事業として位置づけられたのが、ペー

ジ数があちこちへ行って恐縮ですが、43ページの12)子育て世帯訪問支

援事業、１ページ飛んで45ページの13)児童育成支援拠点事業、46ペー

ジの14)ペアレント・トレーニング（親子関係形成支援事業）となって

ございます。 

 なお、39ページに戻っていただいて、3)一時預かり事業につきまして

は、保育事業または幼稚園と日常的な預かり保育を利用していない人の

利用を想定しており、令和８年度から子ども・子育て支援法に基づく新

たな給付として開始されるこども誰でも通園制度の利用対象者と重複

することから、今後、こども誰でも通園制度の基本指針等が示され次第、

一時預かり事業も併せて、素案から案までの間に検討してまいりたいと

考えております。 

 素案についての御意見等につきましては、先ほど会長から条例のとき

のお話もありましたが、同じように19日金曜日までに事務局にお寄せい

ただきたいと考えております。その後、また加藤会長と事務局で調整さ

せていただきたいと考えてございます。 

 その後、８月に庁内で決定を取りまして、９月以降、区議会への報告、

パブリックコメントやシンポジウムの開催ということをまた予定して

おります。その後、案をまとめ、今年度末に計画を策定する、そのよう

なスケジュールを今考えてございます。 

 説明は以上でございます。 

加藤（悦）会長  ありがとうございました。先ほどウェルビーイングについての御質問

が何件か出ていましたので、私のほうからも。20ページに今回の計画の

目標というものが大きい文字で書かれています。それで、私も先ほどい

ろいろ御意見を聞きながら考えてみたんですけれども、ウェルビーイン

グというのは、子ども自身が幸福に感じているかどうか、子ども自身の

実感がどうなのかということに焦点を当てていく、そういった概念とし

てウェルビーイングという言葉が目標の中に位置づけられています。 

 一方で、子どもの権利条例では、19ページの一番下に書かれています

ように、子どもの権利が保障されるまちを文化として築いていくといっ

た視点が示されていまして、私の個人的な考えですが、子ども自身の実
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感として幸せでいるということと、あとは子どもの権利を子どもの生活

に根差した文化として実現していくというのは、２つが車の両輪のよう

な位置づけになっているのかなと思っていました。文化もウェルビーイ

ングも目標としてはちょっと抽象的ではあるんですけれども、目標です

から、それはそれでいいと思うんですが、具体的に説明をする必要はあ

ると思いますが、それらを実現していくために、様々な子どもの権利を

どう子どもたちの生活の場で実現していくのかということが求められ

てくるというような位置づけになってくるかなと思いました。 

 それで、先ほど指標の話がありましたけれども、子ども・若者のウェ

ルビーイングを実現するための指標と表現されていましたが、ウェル

ビーイング指標みたいな、すごく抽象的なものが先行研究としてあるよ

うな気がしましたので、それと混同されるとあれなので、子ども・若者

のウェルビーイングを実現するための、子どもの権利を保障するための

指標といった形で、このウェルビーイングという概念と権利をどうつな

げていくのかということが課題かなと私は今実感しましたので、ちょっ

と付け加えさせていただきました。 

 それでは、御意見とか御質問がございましたらお願いしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。今日、時間が押していますけれども、大事な

内容ですので、少し超過することも仕方がないとは思っていますので、

どうぞ御意見がありましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょ

うか。○○委員、お願いします。 

委員  ありがとうございます。ウェルビーイングのことについて、やはり一

言なんですが、基本的には加藤先生が言ってくださったとおりだと私も

思っています。ただ、ウェルビーイングって、私もよく使うんですが、

自分の中で想定しているのは幸せとイコールになるので、条例のほうで

言うと幸せにかかっているように見えないというか、そこが物すごく薄

れているような気がするので、どちらにしろ、ウェルビーイングという

のは、世田谷区の子どもに対する様々な法律とか計画の中ではこのよう

に考えているんですよというのは、ある程度クリアにしたほうがいいの

ではないのかなと思うのと、条例と計画はやっぱりリンクしていると私

は思うので、整理して、どちらも基本的にはウェルビーイングと使った

ときにはこうなんですというのは統一したほうがいいのかなと思いま

した。 

 ちなみに、計画のほうがやっぱり新しい。ウェルビーイングはこうい

いますというのが非常に分かりやすく書いてあるので、そちらに寄った

ウェルビーイングのほうが理解しやすいのかなと思いました。それが普
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通に使われているウェルビーイングの説明とすごく近いのかなと思い

ました。 

 以上です。 

加藤（悦）会長  ありがとうございます。今後、生かす方向にさせていただきたいと思

います。ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。○○委員、お願いします。 

委員  御説明ありがとうございました。私は質問ですが、36ページの需要量

見込み及び確保の内容と実施時期ということで、保育所とか認定こども

園とか、そういった確保の問題なんですが、今、保育園とか、そういっ

たところの待機児童がすごく出ていて、足りない状態にあるんですが、

やり方は調整中ということですけれども、今後これは増やしていったり

とかあるのかなというのが質問です。 

 と申しますのは、去年に引き続き、今年すごく待機児童が出ていて、

私たちも外に出ていくと、かなりの方からの苦情というか、厳しい言葉

を浴びせられることも多く、中には「私は世田谷区にだまされました」

と言われたこともありまして、これはもう引っ越しするしかないみたい

な言い方で、実際子どもを預けられないと働けないのでという話も複数

で聞かれたことがありました。 

 根本的に、今の数で、将来減っていくと足りていくのではないかとい

う表になっているんですが、自然減少的に減っていくのはあると思うん

ですが、このまま世田谷にいたら無理なのではないかと出ていってしま

う人数もあるかと思うんですね。これを子どもの数を増やしていきたい

と世田谷の施策として考えていらっしゃるのか、それとも、減少してい

くことを容認していくのか、どっちなのだろうというのが私の素朴な疑

問でした。もちろん、お金のこととか、いろいろな予算のこととかある

かとは思うんですけれども、子どもがたくさんいる区にしていきたいの

か、それとも、減少していくことを致し方がないとして受け止めるのか、

どっちなのだろうというのをすごく感じました。 

 以上です。 

加藤（悦）会長  ありがとうございます。待機児童対策については、また報告事項とし

て出てきますけれども、今後の政策として、子どもを増やしていくとい

うことを目指すのか、減っていくことも前提としてやっていくのかとい

うところですが、このあたりはどうですか。事務局から御意見はありま

すか。あるいは後でまとめていきますか。では、部長から。 

松本部長  そのあたりの今後の人口というのは非常に難しいところです。区とし

ましては、全体では人口推計は出しておりますけれども、それはどちら
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かというと戦略的というよりは、この間の傾向からどういった人口推移

になっていくのかを示しているところです。ただ、この間、庁内でも議

論していく中で、いろいろと語弊があるのであれなんですけれども、少

子化対策は国のほうでも言われていますが、区でそれを捉えたときにど

うしていくか。基礎自治体だけの施策で自然増を目指すというのはすご

く難しいところがあるんです。なので、そこは国の施策と連動しながら

というところだと思いますけれども、一方で、社会増というんですか、

今いらっしゃる方々で傾向値を見ていくと、30代の親世代と就学前のお

子さん、２歳、３歳とか、そのあたりのところが流出をしてしまうとい

う現状は食い止めていきたいとは考えています。自治体としては、人口

を増やしたいか減らしたいかというと、そこはあまり明確には持ってい

ませんが、人口構成をバランスよく、様々な世代の方々がいて交流がで

きる自治体を目指したい、そういったところを議論しているところで

す。 

 以上です。 

加藤（悦）会長  ありがとうございます。 

嶋津課長  あと、最初の待機児童対策の保育の話は、先ほど会長にお話しいただ

いたとおり、次の項目で御説明させていただきたいと思います。 

加藤（悦）会長  少子化対策を自治体の目標に掲げてしまうと、結果として個人の人権

というところに問題が生じるということもありますので、そのあたりは

大変難しい問題かと思います。ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

久保田副会長  では、久保田から。今日、○○委員がいないので、○○委員だったら

言うのではないかなというところも含めて２点ほど。私からは、まず33

ページ、政策の柱の７です。こちらで予防型の児童相談行政の推進と家

庭養育を優先した社会的養護の推進とありまして、これは分かるんです

けれども、文章の中には少し触れられているんですが、予防型はこれま

でも当然推進されてきている中で、回復ですよね。実際に虐待の状態に

なってしまっているお子さんたちもいらっしゃいますので、そこの支援

みたいなところの充実は文章には書いてあるんですが、概要になると予

防型に特化してしまっている印象があって、なぜそこをそうされたのか

なというのが少し疑問で、やはりそこの支援もぜひ概要のところには入

れていただきたい。先ほど言ったように本体の計画を読めば書いてある

んですけれども、もうちょっと強調してもいいのかなと。せっかく児童

相談所も区にできたわけですし、そこでの支援の充実というところも文

章では書かれているわけですので、ぜひ書いていただいてもいいのかな
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ということ。 

 あと、里親を推進というのは、全国的にというか、全体的にやってい

る話で、いいんですが、全員が里親委託ができるわけではなく、やはり

施設で実際暮らしているお子さんたちは存在していますし、これからも

恐らくなくならないとは思うんです。ということを考えると、社会的養

護の中に施設で暮らしているお子さんたちの言及が全くないので、これ

を見ると、施設に住んでいるお子さんたちは、俺たちは何もされないの

かなみたいなところもあるので、施設で暮らしているお子さんたちの言

及も少し入れていただく。世田谷区には児童養護施設、自立援助ホーム

もありますので、そちらのほうの言及もあったらいいかなと思います。

これが１つ目です。 

 もう一つが31ページです。政策の柱の５の、すごく細かいところで申

し訳ないんですが、計画全体でいくと生活困難を抱える子どもたちへの

支援、ここは貧困対策とかぶる部分かなと思うんですけれども、ここの

柱のほうにはそこまで書いていないんですが、本体の計画を読んで少し

思ったのは、現在、生活保護を受けている家庭で過ごしているお子さん

たちへの言及が少ないのではないかなというのを印象として持ちまし

た。恐らくそこら辺は子ども関係の部署と生活保護を実施している部署

の連携が必要になる部分かなと思いますので、生活保護を受けている中

で過ごしているお子さんたちもいろいろな困難を抱えていて、もちろん

そこは一義的には生活保護の部署で支援はしていると思うんですけれ

ども、やっぱりそこは子ども関係の部署も協力してみたいな文言をぜひ

入れていただきたいですし、そこら辺を協力するというところが、今、

国が言っている重層的なところにつながっていく部分かなと思いまし

たので、そのあたりを御検討していただければということです。 

 以上２点、意見ですので参考に。返答は大丈夫です。 

加藤（悦）会長  ありがとうございます。予防型も大事だけれども、虐待を受けた子の

回復支援、あるいはもしかしたら虐待をした親支援も含めてでしょう

か、そういった部分、あるいは実際に施設を利用されている子どもたち、

生活保護を受けている子どもたち、そういった困難を抱えている子ども

たちに対する施策をしっかりと盛り込んでいく必要があるのではない

かという御意見をいただきました。ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。○○委員、お願いします。 

委員  まとめていただいてありがとうございました。ずっと気になっている

のが36ページのところですけれども、本編の128・129ページです。これ

は記載の方法というか、見込みをどのような考え方でというところです
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が、1)の３行目、「２号認定とは、３歳から５歳で保育の必要性がある

子どもですが、幼児期の学校教育の希望が強い方は、保育所を利用する

のではなく幼児園等を利用するであろうという考え方から対象として

います」とあって、下の2)のほうも、２行目、「２号認定のうち、前記

の幼児期の学校教育の希望が強い方」ということで、「教育」としない

で「学校教育」という言葉を入れたことに意味があるということは重々

分かるんですけれども、このところで学校教育の希望が強い方が保育所

を利用するのではなく幼稚園等を利用するという書き方による差別的

な雰囲気が非常に怖いなと思っています。 

 それで、今、実際保育所保育指針の中でも、保育所は教育であるとい

うことは2018年から定められているということもありますので、ここの

書き方を、要は学校教育を希望するのではなくて、ずばり幼稚園を利用

することを希望すると書いていただかないと、保育所に対する偏見とか

誤解が、さらに次の10年間についてまた増幅されるのではないだろうか

という危険がありますので、ここの書き方ですよね。 

 あと、ここのところは多分誰でも通園制度との兼ね合いとかもあると

思うので、すぐに書けないかなとも思うんですけれども、誰でも通園と

いうところで、１号にも２号にも３号にも入っていない子どもについて

も給付が出て、しっかりと保育的なことができるんだということはどこ

かに明記していただくと、誰でも通園制度の意味づけというか、そこら

辺を本当に皆さん理解されていないので、そこが明らかになるのではな

いかなと思いました。とにかく「学校教育の希望が強い」というところ

の誤解を招く表現をぜひともよろしくお願いいたします。 

加藤（悦）会長  ありがとうございます。あたかも保育内容に大きな違いがあるかのよ

うな表現になっているところは改善してほしいということですね。あと

は誰でも通園制度の意味づけも含めて、全体としてどう進めていくのか

が伝わるような書き方にしてほしいということで、よろしくお願いいた

します。 

 ほかにはいかがでしょうか。○○委員、お願いします。 

委員  すみません、質問ですけれども、産後ケアセンターとか、そういうの

は柱の６になるのでしょうか。 

加藤（悦）会長  何ページですか。 

委員  32ページになりますか。 

加藤（悦）会長  切れ目のない支援の部分なので、ここですかね。 

委員  特に産後ケアセンターについての記載がなかったんですけれども。 

事務局  計画担当の○○からお話しさせていただきます。政策の柱の位置づけ
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ということだったんですが、計画の本編の資料２②の95ページを御覧い

ただいてもよろしいでしょうか。第２期後期計画までは、産後ケアにつ

きましては、支援が必要な子育て家庭への支援ということに位置づけを

させていただいておりました。ただ、今回、第３期からは、あえて妊娠

期からの切れ目のない子育て支援、要は一次予防的な支援のところに変

更をしております。今回、現在の取組のところにも書かせていただいて

いますけれども、今後、産後ケアの位置づけにつきましては、96ページ

の上から５つ目のところに課題を入れさせていただいておりますが、出

産年齢の高齢化、あと孤立化に対するサポート不足といった課題があっ

て、現在、産後ケア事業の需要は増加しているということもありまして、

現在のニーズに合わせたサービス内容や利用枠数の確保については、検

討する必要があるという課題を今回書かせていただいておりまして、今

後、施策展開の柱立ての中で産後ケアには触れていきたいと考えており

ます。 

 説明は以上です。 

委員  ありがとうございます。産後ケアも、今、民間のホテル業界とかが物

すごく高額な産後ケアとかを出していて、お金のある人はそういうとこ

ろでサービスを受けられるけれども、お金がなかったり、本当に必要と

している人たちが使えない状況が増えているので、そういうところが書

いていないと思ったんですが、書いてありました。ありがとうございま

した。 

加藤（悦）会長  ありがとうございました。 

委員  本編10ページ、概要版の６ページのNewのところの子ども・若者が参

加参画し意見表明する会の下に、年間を通じて、子どもが歩いて行ける

身近な場に参加……というのがありますが、「子どもが歩いて行ける」

という表現について、このままで一般的なのかということについては御

検討いただければと思います。 

加藤（悦）会長  子どもも年齢が異なりますし、少しそのあたりの表現を検討させてい

ただくと。ありがとうございました。 

 それでは、次のところに入らせていただきます。それで、この計画の

素案につきましては、こちらも８月に区で決定し、９月以降、議会報告

とか区民へのパブリックコメントの実施と進んでいきますので、こちら

についても７月19日までに追加の御意見等がありましたらお願いした

いと思います。ただ、計画部会は10月以降も２回ほど議論が予定されて

いますので、引き続き部会の皆様におかれましてはよろしくお願いいた

します。 
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 それでは、続いて報告事項に移らせていただきたいと思いますけれど

も、報告(1)の資料３、令和６年度保育待機児童の状況についてという

ことで、事務局より御説明をお願いします。 

事務局  それでは、保育課長の北川より御説明させていただきます。資料３、

令和６年度保育待機児童等の状況についてを御覧ください。こちらは５

月28日の区議会の特別委員会で御報告した内容となっております。 

 １の主旨ですが、区では、令和６年４月入園に向けて、保育待機児童

が懸念された１・２歳児の定員確保等の緊急対策を実施したところです

が、保育需給の地域偏在等もあり、待機児童が生じたことから、今後の

取組について御報告をするものでございます。 

 ２の保育待機児童の状況ですが、区内保育施設等の定員数、施設数を

記載したものでございます。網かけ部分に前年比を記載しております

が、定員数では183人の減、施設数では８施設の減となっております。 

 次に、３、保育待機児童算出の内訳でございますが、認可保育園等に

入園できなかった児童、一番上の1,365人から②から⑫の要件に当ては

まる児童を差し引いた数が待機児童となってございまして、今年度は58

人となっております。 

 ２ページを御覧ください。４、定員数、施設数と待機児童数の推移と

なってございます。こちらは後ほど御確認をいただければと思います。 

 次に、５、保育待機児童数の地域別・年齢別内訳でございますが、左

側、昨年度は玉川地域の１歳児で２人、砧地域の１歳児で８人の合計10

人でございましたけれども、令和６年度、今年度は砧地域の１歳児で26

人、２歳児で19人、烏山地域の１歳児で13人の合計58人の待機児童と

なってございます。 

 ３ページを御覧ください。６、保育を取り巻く現状でございますが、

区内全域と待機児が生じた砧地域と烏山地域の１・２歳児のデータを記

載してございます。まず、(1)就学前人口の推移と今後の推計につきま

しては、０歳から５歳の就学前人口は平成31年から減少に転じており、

令和２年から令和６年にかけては、区全域で毎年1,500人を超えて減少

しております。 

 そのうち、下の表になりますけれども、今年度待機児童が生じた砧地

域の２歳児は16人の増加、１歳児は131人の減少ということになってご

ざいます。 

 続いて、４ページを御覧いただきまして、烏山地域ですけれども、こ

ちらは１歳児で14人の増加となってございます。 

 次に、(2)入園申込者数の推移でございますが、ただいま御覧いただ
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きました就学前人口は減少しておりますが、入園申込みは区全域で

6,000人を超えて推移しているという状況になってございます。 

 ５ページを御覧いただきまして、砧地域になりますけれども、昨年度

と比較しますと、申込者数、２歳児は21人の増加、１歳児は５人の減少、

下の表が烏山地域でございますが、１歳児で40人の増加となってござい

ます。 

 次に、６ページを御覧ください。(3)入園申込率の推移でございます

が、こちらも昨年度と比較しますと、区全域でございますが、１・２歳

児が増加しているといった状況になってございます。 

 下の表、今回待機児が生じた砧地域ですが、下の２歳児ですけれども、

1.5％の増加、上の１歳児が４％の増加、７ページを見ていただいて、

烏山地域、１歳児で4.2％の増加となってございます。この間、特に１

歳児の増加が顕著となっておりまして、５年前の令和２年と令和６年を

比較しますと、区全域での１歳児は6.7％の増加に対しまして、砧地域

でいきますと、１歳児では12.8％の増加、烏山地域では8.9％の増加と

なってございます。 

 次に、(4)欠員数の推移でございますが、令和６年４月１日現在の区

立保育園及び私立保育園の欠員数の合計は1,145人となっておりまし

て、昨年より少し減ってはおりますが、特に０歳と４・５歳児が多い状

況となってございます。なお、０歳につきましては、年度途中入園が多

くありますので、年度末にはおおむね欠員が解消する傾向となってござ

います。 

 次に、８ページを御覧ください。(5)保育待機児童の状況と傾向とい

うことで、砧地域の１・２歳児、烏山地域の１歳児において、今回、待

機児が生じておりますが、その背景としましては、区全域の就学前人口

の合計数は減少しているものの、当該地域・年齢の入園申込率がほかの

地域と比較して増加しており、特に、砧地域はほかの地域と比較しまし

て、もともと入園申込率が高くなかった地域でございますが、近年、１

歳児の入園申込みの増加率が顕著となっており、保育施設に対する利用

意向が高い状況にあると考えてございます。 

 これらの要因としまして、少し古いデータとはなりますが、砧・烏山

地域における男性の就業率はほぼ横ばいである一方で、女性の就業率の

上昇がほかの地域と比較して高くなっており、共働き世帯の増加に伴う

保育施設の利用が増加していることが想定されているところでござい

ます。また、認証保育所の一部閉所等もありまして、低年齢児を中心と

した保育の受皿が減少したことも影響しているものと考えております。 
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 最後に、７、今後の取組についてでございます。(1)の待機児童を生

じさせない取組の検討でございますが、今年の４月入園に向けまして

は、区立保育園における定員弾力化解消の取りやめ、認可定員減の取り

やめ、また私立保育園の御協力もいただきながら、０歳児欠員枠を活用

した対策等を行いまして、97人分の入園枠を追加で確保したところでご

ざいましたが、保育需給の地域偏在等もあり、58人の待機児童が生じる

結果となってございます。 

 今後は、現在検討を進めております、先ほど御覧いただきました令和

７年度からの子ども・子育て支援事業計画の検討に合わせまして、中期

的な保育需給を見定めた対策の検討を進めるとともに、令和７年４月入

園に向けましては、既存の保育施設を活用した受入枠のさらなる拡充な

ど、早期の対策を取りまとめてまいりたいと考えております。 

 先ほど対策のお話がございましたけれども、現在、まずは令和７年４

月の入園に向けました緊急対策として、既存の保育施設を活用したさら

なる受入枠の拡充に加えまして、地域や年齢を限定した保育施設の新規

の整備を含めた対策について急ピッチで検討を進めておりまして、庁内

で調整を進めているところでございます。 

 最後に、(2)今後新規開設する私立認可保育所についてですが、既に

事業決定しているものについて、表のとおり、北沢・砧・玉川地域の３

施設を予定しているところでございます。 

 説明は以上となります。 

加藤（悦）会長  ありがとうございました。待機児童に対して新たな受入枠を調査し

て、さらに拡充していくという対策と、さらには新規開園ということで

の対策を示していただきました。この件について、御意見、御質問等が

ございましたらお願いいたします。○○委員、お願いします。 

委員  今回出た待機児童ですけれども、実際97人、いろいろ弾力化して解消

したというところがあるとすると、実数は多分もっと多かったのだろう

と。先般、部会でも質問させていただきましたが、例えば、資料の１ペー

ジ目の②の600人が育児休業の延長をしたということで、結果的にカウ

ントされなかった方を入れると、もっと暗数はいて、それで先ほどの○

○委員のお話ではないですけれども、入れないということで不安を持た

れている方が出てきているのかなと思って深刻に捉えております。 

 非現実的な話かもしれないんですけれども、これを見ていると思うの

が、働きに出ている方なので、一番いいのは身近なところに空きがあっ

て、そこで入れることですけれども、恐らくこういう方は通勤とかで外

に出かけて、それでお子さんを預けて育てられている方だと思うので、
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要はメッシュみたいに全ての施設に目配りするというのは多分できな

いと思うので、どんな地域にいても通ってこられそうな主要な駅とか

に、こういった方たちのニーズを吸収できるように、例えば区の施設と

かを活用して臨時で保育設備を設ける。基準とかもあるので、そんな簡

単にいかないことは分かっているんですが、こういうのを放置しておく

と、また区とか区政とかに対して、あらぬことを言ってくる人たちが必

ず出てくるので、何とか区の施設とか駅前の空き施設とか、そういった

ものを活用してでも吸収ができるような対策を取ることができないか

なと。主要駅に１個そういったものがあるだけでも大分違うと思うの

で、そういったところは検討されていないのかなとちょっと思って質問

させていただきました。 

加藤（悦）会長  ありがとうございます。待機児としてカウントされた人たち以外に

も、先ほどの○○委員の御意見等もございましたので、主要な区の施設

を活用した対策みたいなものという御提案ですけれども、いかがでしょ

うか。 

事務局  御質問ありがとうございます。待機児の話ですけれども、先ほどの計

画の参考資料で今後の保育需要量の見込みを出しているんですが、今

回、砧・烏山地域で待機児が発生していますけれども、そのほかにも北

沢地域なんかでも今後厳しい状況が見込まれていますので、おっしゃる

ように、ほかの地域でも必要なところは出てきているのかなと思ってい

ます。 

 先ほどの対策につきましては、令和７年４月に向けましては、今、急

ぎ取組をしているところですので、空きのテナントを今後探して、私立

の分園という形を今考えているんですけれども、まずは緊急対策として

取り急ぎ４月に間に合うように、今、対策を打って出ているところです。

御指摘の区立の活用を含めたところにつきましては、今後、中期的な対

策として併せて検討はしていきたいと思っていますが、まずは４月に向

けた対策ということで、今、急ピッチで進めているところでございます。 

 以上です。 

加藤（悦）会長  ありがとうございます。先ほど説明にありましたように、共働き家庭

が増加することによって保育所利用率が上がっていくことで、保育所利

用者が増えていくということも見込まれますので、少しそのあたりは先

を見越した支援ということで、またお願いできればと思います。貴重な

御意見ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。○○委員、お願いします。 

委員  ありがとうございます。８ページ目の今後新規開園する私立認可保育
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所についてお伺いしたいんですけれども、玉川地域にできるスマイル

キッズですが、社会福祉法人の（社）になっているんですが、これは株

式ではないですか。 

事務局  社会福祉法人のほうのスマイルキッズです。 

委員  世田谷区にはスマイルキッズという株式会社があって、それとまた別

にキッズスマイルというところもあるんですけれども、キッズスマイル

ではないですよね。それはよかったです。キッズスマイルではないと聞

いて、あれなんですけれども、スマイルキッズというところも会社とし

てはあるんですが、社会福祉法人なのですか。認証とか病児保育とかを

やっているところは株式だと思うんですが。 

事務局  関係性はあると思うんですけれども、今回は株式ではないところで、

すいません、確認をさせていただきたいと思いますけれども、表記は間

違ってはいないと思っています。 

委員  分かりました。時々、株式が社会福祉法人をつくって、実は同じなん

だけど、社福を持っているとかいうところもある。最近、株式の関係の

ところの問題が、逆になっている名前のところが多いので、非常に心配

だなと思いましたので、よろしくお願いいたします。 

加藤（悦）会長  ありがとうございます。ほかには大丈夫でしょうか。 

 それでは、次の議題とも少し関係してきますので、報告２番に移らせ

ていただきたいと思います。資料４の世田谷区保育の質ガイドラインの

改訂についてということで、事務局より御説明をお願いします。 

事務局  子ども・若者部保育の質向上担当副参事の小林より、資料４の世田谷

区保育の質ガイドラインの改訂について御報告をさせていただきます。 

 １、主旨でございます。国が定める保育所保育指針等に基づき、区の

考える子どもを中心とした保育を実践するための基本的な指針として、

平成27年３月に策定した世田谷区保育の質ガイドライン（以下、「ガイ

ドライン」という。）について、策定からおおむね10年経過することに

なりましたので、このたび改訂を行いたいと思っております。 

 ２の改訂に向けた経緯及び方針でございます。経緯は記載のとおりで

ございますが、方針についてです。改訂に当たりましては、基本的な考

え方を継承しつつ、以下に掲げるような区の保育を取り巻く状況の変化

を踏まえて、この先10年間を見据えたガイドラインの在り方を再度検討

してまいります。 

 (1)の保育施設数の増加でございます。区では、待機児童対策として

ガイドライン策定後も質と量の両輪を重視した保育施設整備を続けて

まいりました。私立認可保育園の数だけでも、平成26年度の66園から令
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和５年度は203園に増加しておりまして、区立保育園や認可外保育施設

も含めますと区内の保育施設は400施設以上となっております。 

 (2)の区内保育施設での虐待（不適切な保育）の発生でございます。

令和５年５月に国の保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応

等に関するガイドラインが策定されました。この間、区内の保育施設で

の虐待（不適切な保育）が複数件発生しております。区でも、児童福祉

審議会保育部会委員からの御意見を踏まえまして、虐待（不適切な保育）

に関する課題について議論を重ねてまいります。 

 (3)の世田谷区子ども条例の一部改正でございます。子ども自身が権

利の主体であるということを認識しまして、子どもの権利を子どもの生

活の場、学びの場、支援の場において具体化することによって、子ども

の意見表明を大事に受け止めて、子どもの心の声を汲み取り、保育現場

におきまして実践に移していくということを重要視しております。 

 裏面を御覧ください。３にガイドライン改訂委員会の委員の方々を記

載してございます。 

 ４におきましては、今後のスケジュールが記載されております。今年

の７月にも第１回目が開催されました。これから約４回にわたりまして

検討を進めてまいります。そして、10月以降にも子どもや保護者や園長、

職員との意見交換なども踏まえまして、ガイドラインに盛り込んでいき

たいと思っております。令和７年４月運用開始を目指しまして、このよ

うに計画を進めてまいります。 

 報告は以上でございます。 

加藤（悦）会長  ありがとうございました。それでは、ただいま事務局から御説明があ

りました件につきまして、御意見、御質問などあればお願いいたします。

いかがでしょうか。○○委員、お願いします。 

委員  御説明ありがとうございます。保育の質ガイドラインについては非常

に期待をしておりますので、進めていただきたいんですが、実は前回の

区民版というか、親版も分かりやすくてよかったんですが、幼稚園のほ

うを回らせていただきますと、ほぼ普及していないというか、あること

自体が浸透していないのです。今回も一応保育施設ということで、認可

外も含めて全体への普及を意識はしてくださっていると思うのですが、

先ほどの○○委員の幼児教育を行う同じ施設として、幼稚園でもやはり

子どもの権利意識とか、そういうことについて共通に普及していってほ

しいと思うわけです。今回、ガイドラインの中にも子どもの主体性、権

利の問題が大きく盛り込まれると思いますので、今後の普及も見据え

て、ぜひ政策をしていただきたいと思うところです。 
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加藤（悦）会長  ありがとうございます。ぜひ、これらが幼稚園も含めてしっかりと活

用できる普及面も御検討をお願いできればと思いますので、よろしくお

願いいたします。ありがとうございます。続いて、○○委員、お願いし

ます。 

委員  幼稚園の話で、そこに乗っかる形ですけれども、私の子どもも幼稚園

には行っていたんですが、いろんな幼稚園があって、きっと保育園ほど

立入検査とかはないんですよね。立入検査を特に運動会の前にしてもら

うといいのではないかなというのは個人的にすごく思います。周りの親

もその話はよく出るんですけれども、あそこの幼稚園は運動会の前に怒

号が飛んでいるなんていう話はよく聞いていて、あそこの幼稚園は言う

ことを聞かないと押し入れに入れられちゃうらしいとか、本当に聞くん

ですよね。あの先生が怒鳴って、園長の先生の部屋に入れちゃうらしい

とか、結構聞こえてくるんですが、これはすごく親のローカルな情報な

ので。ただ、幼稚園は結構独自性があって、それを選んでくる保護者も

多いんですが、入ってからやめたりってなかなかできないし、入って子

どもたちの拙い言葉でいろんな情報を得るのは年長ぐらいになってか

らだったりもするので、そこは本当に一緒に普及してほしいということ

です。 

 ちょっと話が飛んでしまうんですが、先ほどの待機児童、保育園の需

要がどんどん増えているんですけれども、子ども条例で子どもを支え合

う地域づくりという項目があって、預けるのがいい悪いではなくて、預

けたことによって、公園とか、親と子どもが来ているというシーンが今

公園をのぞいてもすごく減っているんですが、親が子どもを連れている

と地域の人とそれで話したり、ほかの小学生を連れた親と乳児の親がつ

ながったりということは多いんですが、保育園の子のお散歩と地域がつ

ながるというのはなかなか難しくて、「かわいいね」ぐらいは言うけれ

ども、地域の人も保育園の子に話しかけるのはなかなかハードルが高

い。地域が緩やかにつながるというとき、幼稚園、保育園の子どもたち

が増えているのであれば、今後、そこと親、地域の関係がつくれるよう

な仕掛けができるといいのではないかなと思いました。 

 以上です。 

加藤（悦）会長  ありがとうございます。１点目につきましては、このガイドラインの

普及、あるいは活用方法を伝えていくといったことも兼ねて、少し幼稚

園を訪問したりするなんていうことも考えられるかもしれないですね。 

 また、保育所利用者が大変増えてきていますので、保育所が子どもと

地域とのつながりを散歩などでつくり出していくなんていうことも大
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変大事な視点かと思います。ありがとうございます。 

 事務局から何かございますか。大丈夫ですかね。ほかにはいかがで

しょうか。それでは、１回目の会議が開かれたということで、○○委員

は委員ですので、また２回目以降ぜひよろしくお願いいたします。 

 それでは、報告事項の３番に移らせていただきたいと思いますが、資

料５、生活保護世帯から進学する若者のための給付型奨学金についてと

いうことで、事務局より御説明をお願いいたします。 

事務局  子ども家庭課の瀬川と申します。どうぞよろしくお願いします。今日

は、資料５で水色のチラシをお持ちさせていただいておりますが、この

給付型の奨学金の背景だけお話しさせていただきますと、区は、この間

に、高等教育における経済的負担軽減のための支援として、せたがや若

者フェアスタート事業によって、児童養護施設や里親のもとを巣立った

若者に対する給付型奨学金を実施してきましたが、その後の議会等での

議論を踏まえまして、今回、生活保護世帯出身の大学生等に対する給付

型奨学金の支給を開始いたしております。 

 主旨としましては、生活保護世帯の子どもの大学進学率が全世帯の大

学進学率の75.2％に比べ39.9％と著しく低い状況にありまして、その原

因の一つとして、生活保護世帯の子どもが大学等に進学した場合、生活

保護の適用から外れ、世帯の生活保護費が減額になるという現状があり

ます。このことが進学を考える際に影響したという形で61.9％が回答し

ているという国の調査もありまして、生活保護世帯の子どもの高等教育

への進学に当たって、国の生活保護制度が大きな障壁となっているとこ

ろに鑑みまして、こうした困難を抱えている生活保護世帯出身の若者の

大学等の高等教育への進学支援及び中退防止を図るということで、給付

型奨学金を実施しております。 

 もう少し背景を言わせていただきますと、生保世帯の子どもが大学に

進学した場合、その子どもは世帯分離をしなければならず、例えば、両

親もしくは母、本人、中学生のきょうだいというモデルケースの場合、

２人親世帯の場合は月額３万9,870円、ひとり親世帯では月額４万8,240

円の減額になると言われております。国のほうも高等教育の修学支援新

制度、給付型奨学金なんですが、こちらのほうを国公立の場合は54万円、

私立の場合は70万円、授業料の減免を受けることができるようになって

おりますが、私立の場合、大学の学費自体が平均120万円ほどかかる中

で、残りの学費とか生活費用を学生自ら補う必要が出ております。こう

したことから、アルバイトをするということになるんですけれども、学

業と就労の両立が困難となったり、大学中退の懸念がされるような現状
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があったというところが課題としてございました。 

 裏面のほうにこの奨学金の基本的なスペックを書かせていただいて

おります。対象となる方、対象経費と給付額、手続の流れ、受付期間と

いうことです。１点だけ、給付額はフェアスタートの奨学金と合わせて

おります。現在も受付をしておりまして、７月の申込みと、今年度は10

月と12月、この３回の申込みを予定しております。７月から給付を開始

しているんですけれども、現在、31件の申請がございます。当初は60件

想定していたんですが、どうやらもう少し対象の方がいらっしゃるよう

で、70人ぐらいの想定になっております。現状でこのような形でスター

トしておりますので、改めてこの機会に御報告をさせていただきまし

た。 

 以上です。 

加藤（悦）会長  ありがとうございました。国の支援が不十分で、なおかつ、実際に若

者に厳しい、社会的な不利が生じているところに、世田谷区が独自に給

付型奨学金を設けるということで出てきた施策ということでした。あり

がとうございました。この件につきまして、御意見、御質問などがあり

ましたらお願いいたします。 

久保田副会長  久保田です。御説明ありがとうございました。すばらしい取組だと思

います。今後に向けて要望というか、御検討していただくといいかなと

思うところ、多分すぐには難しいというのは私も重々分かりますので、

２点ほどお伝えさせていただければと思います。 

 まず、１点目ですけれども、世田谷区で生活保護を受給していた、か

つ、保護者が今も世田谷区で生活保護を受給しているという設定をされ

ておりますが、世田谷区の場合、大学が多いというところもあり、地方

で生活保護を受けていて、出てきているという学生が結構たくさんいま

す。うちの大学にも、もともと生活保護を受けていて、地方から出てき

ているという学生もおります。そうすると、自治体の財政の規模によっ

て、こういうのは全くありませんという学生も多くいますので、今年ど

れぐらいあるか、今後もどれぐらいの件数で推移していくかを見ながら

で構いませんけれども、そういった世田谷区に出てきている学生も少し

検討していただけると、よりよいかなと思ったのが１点です。 

 あと、「来年４月に大学に進学する学生のお申し込みは、令和７年４

月になります」と書かれていますので、これはどちらかというと事後申

請、入学してから申請という立てつけになっていると思うんですが、生

活保護受給世帯のお子さんが大学進学を検討する際は、かなり入念に事

前にお金の計算をして、もともとあったものもありますし、貸付けも含



 44 

めて、いろいろ計算をしながら、ぎりぎりのラインで大学進学を決めて、

ようやく来るということもありますし、実際大学に入学すると、もう３

月ぐらいにはお金を払えよということで、結局、そこで借金をして、後

で給付金が来て、それで補塡するみたいなことをやるお子さんたちも結

構いますので、やはり事前に申請して、合格が出た時点で給付できるよ

うな仕組みにしていただけると、もっと使い勝手がよくなる制度になる

のではないかなと思いますので、そのあたりも今後の使い方というか、

利用されたお子さんたちの御意見もいただきながら、いい形で変えて

いっていただくといいかなと思います。 

 以上２点です。意見ですので返答は大丈夫です。 

加藤（悦）会長  それでは、今後さらに検討してほしい点として２点挙げていただきま

した。ありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 時間が大変超過しまして申し訳ございません。本日の議事は全て終了

いたしました。貴重な御意見ありがとうございました。それでは、進行

を事務局にお返しします。 

嶋津課長  加藤会長、進行ありがとうございました。あと、委員の皆様も、たく

さん貴重な御意見をいただきましてありがとうございました。 

 お時間も来ておりますが、もう一つ、資料配布でせたホッとの活動報

告会のチラシを配っております。今月、７月23日火曜日に、子ども・子

育て総合センター３階で、これは毎年実施しているんですが、６時から

実施しますので、皆さん御参加していただければと思って御案内させて

いただいております。なお、このチラシに書いておりませんが、先ほど

事務局に確認したんですけれども、実は第２部の実践報告の中で、本日、

委員としても参加していただいている○○先生も参加されるというお

話も聞いておりますので、このあたりもよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 あと、報告書がついておりますので、それはまた後ほど御覧ください。 

 事務局から事務連絡として幾つか連絡させていただきます。１点目で

すけれども、本日お示ししました子ども条例の改正（素案）と子ども・

若者総合計画（素案）についての追加の御意見につきましては、先ほど

も出ておりましたが、７月19日金曜日までに事務局までメールにてお寄

せいただきたいと思います。よろしくお願いします。その後、最終的な

決定に向けて、加藤会長と事務局で調整させていただきたいと思いま

す。 

 続いて、２点目です。本会議の議事録につきましては、整い次第、皆
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様にメールでお送りさせていただきます。お送りします議事録につきま

して、御自身の発言部分を御確認いただいて、修正がございましたら事

務局まで御連絡をよろしくお願いします。その後、区ホームページで本

日の資料とともに公開するということで予定しております。 

 最後、３点目です。次回の子ども・子育て会議の日程でございます。

次第の一番下に書いてありますとおり、第３回の会議を10月25日金曜

日、午前９時半から開催したいと考えております。また時期が近づきま

したら会場を含め御案内をさせていただきます。よろしくお願いしま

す。 

 それでは、以上をもちまして令和６年度第２回世田谷区子ども・子育

て会議を閉会いたします。皆様、ありがとうございました。 


